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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

総括研究報告書 

 

知的障害者の地域生活移行に関する支援についての研究 

研究代表者 深津 玲子 国立障害者リハビリテーションセンター 

 

研究要旨 

 現在福祉サービス体系が十分には整備されていないと考えられる 2 つの群である、重度

知的障害者群（重度群）と軽度～境界域知的障害者群（軽度群）の地域生活移行に関する

支援手法の開発及び体系を提言するため、１．重度知的障害者入所施設における地域移行

支援の実施と困難要因の分析、２．発達障害を伴う軽度群に対する福祉サービスとしての

就労移行支援のプログラムの開発、３．その一環として、就労を目指す発達障害者の支援

ニーズを明らかにするアセスメントツールの開発、４．発達障害を伴う軽度群の生活補完

及び就労支援に役立つ支援機器に関する調査、５．施設入所中の重度群および自宅で同居

する軽度群のきょうだいの課題の抽出と対応方法に関する調査を行っている研究の３年目

報告である。 

今年度の研究では、重度知的障害者入所施設における地域移行については、個人の身体・

知的重症度および異常行動といった心身機能は移行を困難にする因子とはなりにくく、家

族の理解や地域の支援体制といった環境因子が大きく関与する可能性が示唆された。発達

障害を伴う軽度群に対する就労移行支援では、一定の手続きを経て、就労移行支援モデル

の開発を行った。開発した就労移行支援モデルにもとづいて支援を行った対象者の就労移

行支援利用期間は、開発前に支援を行った対象者と比較して 3.5 月短くなり、１５ヶ月であ

った。また、地域の障害者就業・生活支援センターとの連携による職場定着支援を行い、

離職者は出ていなかった。就労を目指す発達障害者のアセスメントツール作成については、

国際生活機能分類（以下 ICF と記す）に基づきアセスメントシートを開発、検定の結果、

発達障害者と統制群とで ICF 総得点に有意差がみられた（p＜0.01）。また、発達障害当時

者と支援者では、支援者が当事者の認識よりもニーズを低く見積もっているか、ニーズを

拾いきれていないことが示唆された。軽度知的障害を伴う発達障害者の就労に役立つ支援

機器に関する研究では、68 の個別支援ツールを抽出し、縦軸を ICF の心身機能、横軸を活

動参加とする支援ツールマップを開発した。きょうだい研究については、昨年度まで研究

で「障害者の将来の生活」が青年期および成人期のきょうだいの最も大きな課題であると

示唆された調査結果をもとに、「障害者の将来」に関する情報パンフレットを作成し、重度

群きょうだいに送付し、内容は妥当と評価はされたが、保護者ときょうだいの不安を解決

するには及ばず、今後も課題解決に向けたきょうだい支援を検討する必要があることを示

唆する。



 

A．研究目的

現在福祉サービス体系が十分には整備さ

れていない重度知的障害者群（重度群）と

軽度～境界域知的障害者群（軽度群）につ

いて、地域生活移行のための

を用いた

地域生活の実現に必要な支援手法と体系を

提言する

を明らかにする。
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軽度～境界域知的障害者群（軽度群）につ

いて、地域生活移行のための
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地域生活の実現に必要な支援手法と体系を
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５． 施設入所中の重度群および自宅で同

居する軽度群のきょうだいを対象に、

アンケート調査を行い、知的障害者両
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．研究方法 

１．重度知的障害者の地域生活移行に関す

る研究（高木晶子

重度群については、障害児施設である国

立障害者リハビリテーションセンター

活動と参加を国際生活機能分

ICF と記す）に基づき評価し、

支援ニーズを明らかにするアセスメン

を開発する。

発達障害を伴う軽度群

支援ツールを明らかに

に基づいて分類したマップを開発する。

施設入所中の重度群および自宅で同

居する軽度群のきょうだいを対象に、

アンケート調査を行い、知的障害者両

群の同胞が抱える課題を明らかにし、

対処方法を検討する。

 

重度知的障害者の地域生活移行に関す

晶子） 

重度群については、障害児施設である国

者リハビリテーションセンター

活動と参加を国際生活機能分

と記す）に基づき評価し、

支援ニーズを明らかにするアセスメン

する。 

を伴う軽度群の就労支援に

支援ツールを明らかにし、ICF

に基づいて分類したマップを開発する。

施設入所中の重度群および自宅で同

居する軽度群のきょうだいを対象に、

アンケート調査を行い、知的障害者両

群の同胞が抱える課題を明らかにし、

対処方法を検討する。 

重度知的障害者の地域生活移行に関す

重度群については、障害児施設である国

者リハビリテーションセンター

活動と参加を国際生活機能分

と記す）に基づき評価し、

支援ニーズを明らかにするアセスメン

の就労支援に

ICF

に基づいて分類したマップを開発する。 

施設入所中の重度群および自宅で同

居する軽度群のきょうだいを対象に、

アンケート調査を行い、知的障害者両

群の同胞が抱える課題を明らかにし、

重度知的障害者の地域生活移行に関す

重度群については、障害児施設である国

者リハビリテーションセンター 自



 3 

立支援局秩父学園(以下、秩父学園と記す)

において、入所者 62 名中年齢超過者（１８

歳以上）54 名を対象に調査を行ってきた。

今年度は、22～24 年度前半に地域生活移行

した 15 名（移行群）と非移行群 39 名につ

いて移行を困難にする個人因子および環境

因子の分析を行った。 

 

２．軽度～正常境界域の知的障害者の地域

生活移行についての研究（四ノ宮美恵

子） 

発達障害を伴う軽度群に対する就労移行

支援の手法を検討するにあたっては、22～

24 年度前半に、国立障害者リハビリテーシ

ョンセンター自立支援局において支援を行

った発達障害者で、かつ WAIS-R または

WAIS-ⅢのPIQにおいて55以上85未満（100

－3SD～－1SD）の者 6名を対象として検討

を行った。これらの対象に①支援課題の抽

出、②ICF の「活動と参加」および「環境

因子」にもとづいた支援ニーズの抽出、③

「働く」という目標の下、その達成に必要

と考えられる下位目標の設定、④下位目標

と支援ニーズに則して支援プログラム案の

整備をおこなってきたが、今年度はそのプ

ログラム実施上の課題整理の手続きを経て、

就労移行支援モデルの開発を行った。 

 

３．発達障害者支援のための ICF-Based ア

セスメント開発の試み（鈴木さとみ） 

今年度は、昨年度までに整備したアセス

メントの予備調査結果を踏まえ、改訂版ア

セスメントシートを作成し、これを用いて

就労支援サービスを受給する発達障害者

21 名とその支援者及び統制群 21 名を対象

に調査を実施した。 

 

４．知的障害者の生活の補完的手段の研究

（石渡利奈） 

発達障害者の就労支援に役立つ支援ツー

ル調査に関しては、今年度は前年度作成し

たツールリストを基に、ICF に基づく支援

ツールマップの開発を行った。具体的には、

個別の機器について、機器が必要となる背

景にある心身機能のコード、機器が支援す

る活動参加のコードを複数該当可としてリ

ストに記載した。分析は、軽度～境界域知

的障害を有する発達障害者の親、リハエン

ジニア、作業療法士の協議により行った。

これらの結果を基に、縦軸を心身機能、横

軸を活動参加とする表を作成して、機器の

マッピングを行った。 

 

５．入所重度知的障害者のきょうだいの課

題と自己概念（北村弥生） 

きょうだい調査については、前年度まで

に行った１８歳以上の発達障害を伴う軽度

群 12 名のきょうだいを対象とした調査１、

重度知的障害者施設入所者 50 名のきょう

だいを対象とした調査２、の結果提示され

た課題である「障害者の将来」に関する情

報パンフレットを作成し、重度群きょうだ

いに送付し、課題が解決されたか否かの調

査を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、国立障害者リハビリテーショ

ンセンターにおける倫理審査委員会の承認

を受けて実施された。また、参加にあたっ

ては、研究への協力について口頭ならびに

文書で説明し、同意書により同意を得た。 

 

 

 



 

C．研究結果

１．重度知的障害者の地域生活移行に関す

る研究

入所中の重度群に関する検討では、

以上の入所者

域移行者数は

は 19

40 年、性別は女性

移行先は埼玉県

群馬県、千葉県がそれぞれ

行先は

庭 1 名であ

障害程度区分認定取得に関して

区分認定終了者

名( 9 % )

26 名

異常行動チェックリスト日本版および大島

分類改訂版のスコアに有意な差はなかった。

 

２．軽

生活移行についての研究

発達障害を伴う軽度知的障害者に対する

就労移行支援モデルの開発にあたっては、

①「施設内訓練」、「行事参加」、「職場実習」

の３つの場面を支援フィールドとして位置

づけ、②「働く」ためにという統一した支

援の文脈設定、③体験学習と体験の振り返

りによる意味づけの支援を軸に、④「自己

理解」、「他者理解」、「社会的規範の理解」

を下位目標とした支援プログラムの整備、

⑤就労支援と社会生活力を高める支援の並

行した、かつ螺旋的な支援プログラムの整

備、⑥定型発達の段階に則した支援プログ

ラムの整備、に留意した。

今回の対象者６名中、支

を除いた

う支援目標を達成したが、開発した就労移

研究結果 

重度知的障害者の地域生活移行に関す

る研究 

入所中の重度群に関する検討では、

以上の入所者 54

域移行者数は 17

19 歳から 52 歳、在籍年数は

年、性別は女性

移行先は埼玉県

群馬県、千葉県がそれぞれ

行先は入所施設

名である。 

障害程度区分認定取得に関して

区分認定終了者

( 9 % )、「5」が

名( 76 % )である。

異常行動チェックリスト日本版および大島

分類改訂版のスコアに有意な差はなかった。

軽度～正常境界域の知的障害者の地域

生活移行についての研究

発達障害を伴う軽度知的障害者に対する

就労移行支援モデルの開発にあたっては、

①「施設内訓練」、「行事参加」、「職場実習」

の３つの場面を支援フィールドとして位置

づけ、②「働く」ためにという統一した支

援の文脈設定、③体験学習と体験の振り返

りによる意味づけの支援を軸に、④「自己

理解」、「他者理解」、「社会的規範の理解」

を下位目標とした支援プログラムの整備、

⑤就労支援と社会生活力を高める支援の並

行した、かつ螺旋的な支援プログラムの整

備、⑥定型発達の段階に則した支援プログ

ラムの整備、に留意した。

今回の対象者６名中、支

を除いた 5 名については、全員が就職とい

う支援目標を達成したが、開発した就労移

重度知的障害者の地域生活移行に関す

入所中の重度群に関する検討では、

54 名のうち研究期間中の地

17 名である。移行者の年齢

歳、在籍年数は

年、性別は女性 5 名、男性

移行先は埼玉県 11 名、東京都

群馬県、千葉県がそれぞれ 1

入所施設 14 名、重心施設

 

障害程度区分認定取得に関して

区分認定終了者 34 名中、「区分

」が 5 名( 15 % )

である。移行群、非移行群で

異常行動チェックリスト日本版および大島

分類改訂版のスコアに有意な差はなかった。

度～正常境界域の知的障害者の地域

生活移行についての研究

発達障害を伴う軽度知的障害者に対する

就労移行支援モデルの開発にあたっては、

①「施設内訓練」、「行事参加」、「職場実習」

の３つの場面を支援フィールドとして位置

づけ、②「働く」ためにという統一した支

援の文脈設定、③体験学習と体験の振り返

りによる意味づけの支援を軸に、④「自己

理解」、「他者理解」、「社会的規範の理解」

を下位目標とした支援プログラムの整備、

⑤就労支援と社会生活力を高める支援の並

行した、かつ螺旋的な支援プログラムの整

備、⑥定型発達の段階に則した支援プログ

ラムの整備、に留意した。 
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下位項目の第一分類の活動と参加では、

「学習と知識の応用」（p＜0.01）、「一般的

な課題と要求」（p＜0.01）、「コミュニケー

ション」（p＜0.01）、「運動・移動」（p＜0.05）、

「家庭生活」（p＜0.01）、「対人関係」（p＜

0.01）、「主要な生活領域」（p＜0.01）、環境

因子では「支援と関係」（p＜0.05）、「サー

ビス、制度、政策」（p＜0.01）について有

意差がみられた。発達障害者本人による自

己評価および支援者による他者評価の比較

では、「話し言葉の理解」、「非言語的メッセ

ージの理解」、「書き言葉によるメッセージ

の理解」、「非言語的メッセージの表出」、「会

話の持続」、「多人数での会話」といった「コ

ミュニケーション」領域と「複雑な対人関

係」において自己評価は他者評価よりも有

意に低かった。これは支援者が当事者の認

識よりもニーズを低く見積もっていること

を示す。 

 

４．知的障害者の生活の補完的手段の研究 

就労に役立つことが期待される個別支援

ツールとして抽出された 68 の個別ツール

を用いてツールマップを作成した。ツール

の形態の内訳は、ハードウェア 50、ソフト

ウェア 18 であり、今後の見通しとして、

携帯端末用のソフトウェアの発展が期待さ

れた。機能としては、活動と参加の８項目

（１．学習と知識の応用、２．一般的な課

題と要求、３．コミュニケーション、４．

運動・移動、５．セルフケア、６．家庭生

活、８．主要な生活領域、９．コミュニテ

ィライフ・社会生活・市民生活）、心身機能

の２項目（１．精神機能、２．感覚機能と

痛み、３．音声と発話の機能）に関わるツ

ールがあることが把握された。この分析結

果を基に、縦軸を ICF の心身機能、横軸を

活動参加とする支援ツールマップを開発し

た。 

 

５．入所重度知的障害者のきょうだいの課

題と自己概念 

重度群きょうだいの課題は、「（入所前お

よび帰省時における）入所者の家庭での行

動」「親亡き後の後見」について多くあげら

れたが、家族支援のニーズが指摘された項

目は、きょうだいからが母親からよりも有

意に少なかった。青年期および成人期のき

ょうだいの最も大きな課題であると考えら

れた「障害者の将来の生活」に関する情報

提供を目的としたパンフレットを作成し、

重度群の家庭へ配布した。内容は妥当と評

価されたが、パンフレットを読んだ後もな

お強い不安をアンケートに記載しており、

保護者ときょうだいの不安を解決するには

及ばなかった。 

 

D．考察 

１．重度知的障害者の地域生活移行に関す

る研究 

入所者の地域生活移行について今回の検

討の範囲では、個人の身体・知的重症度お

よび異常行動といった心身機能は移行を困

難にする因子とはなりにくい。初年度行っ

た入所者家族を対象としたアンケート調査

結果とあわせると、家族の理解といった環

境因子が大きく関与する可能性が示唆され

る。 

 

２．軽度～正常境界域の知的障害者の地域

生活移行についての研究 

障害福祉サービスにおける就労支援モデ

ルを開発することで、支援目標とその下位

目標が明確になり、下位目標に則した支援
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プログラムを整備することが可能となった。

これらにより、支援者側の支援の文脈が統

一され、対象者全員が就職という帰結に至

ったほか、支援期間の短縮が図られたもの

と考えられた。 

 

３．発達障害者支援のための ICF-Based ア

セスメント開発の試み 

発達障害者は自己を客観的に評価するこ

との困難さが示されているが、今回開発し

たアセスメントシートを用いた調査の結果、

発達障害者群の自己評価の結果は統制群と

比較して有意に低く、活動および参加に関

する支援ニーズを把握するのに適している

と考えられた。これまで自閉症の中核症状

とそれらに関連して起こる対人面での課題

については研究が進んでいるが、発達障害

者は家庭生活やコミュニティライフ、社会

生活、市民生活など様々な生活場面で困難

状況を呈しているものの、そうした日常生

活機能に関する系統的な調査研究はほとん

どなく、今後さらに検討が必要な分野と考

える。 

 

４．知的障害者の生活の補完的手段の研究 

発達障害者の就労に役立つ支援ツール調

査では、就労時の困難さの解決に向け開発

が求められるツールは、職場生活を営む上

での土台となる、「自身の言動を自己管理し、

日々のスケジュールの遂行する」能力領域

に焦点を当てる必要があると考察された。

また、支援ツールを開発する際は、「ツール

の大きさ」「 ツールのデザイン」「ツールの

使用の容易性」「ツールのカスタマイズ機能」

「ツールの音声でのメモ機能、音声ナビゲ

ート機能」「ツールでの１日の生活の時間割

立て機能」「ツールの学習機能」「ツールの

ゲーム機能・トークンエコノミー機能」な

どに留意することが有効と考えられた。 

本研究で開発したマップにより、「補いた

い心身機能」や「支援したい活動」に関係

するツールを支援者が見つけ、支援に役立

てられることが期待される。 

 

５．入所重度知的障害者のきょうだいの課

題と自己概念 

昨年度行った重度群きょうだいに対する調

査で、予測した「入所者ときょうだいの関

係が希薄であること」「親亡き後の関係が薄

いこと」は否定され、きょうだいが（障害

者本人の）将来の生活に対して心配してい

ることが明らかとなった。また未成年のき

ょうだいも保護者から「後見人」と考えら

れており、きょうだい自身からも「親亡き

後の心配」「障害についての情報不足」が回

答されたことは、入所者の将来を見据えた

情報提供を、未成年のきょうだいにも行う

必要があることが示唆された。 

今年度の調査では、パンフレットを送付

された回答者のすべてが入所者の将来への

不安を自由回答欄に記述し、ほとんどがき

ょうだいへの負担を記述した。パンフレッ

トは課題の所在を整理し対処方法の方向性

を示すように設計したが、不安を解消する

ことはできなかったと考えられる。また、

親ときょうだいの話し合いや、きょうだい

同士のグループワークに発展することも、

直接にはなかった。したがって、課題を整

理した後の対処の支援方法を検討すること

は今後の課題である。 

 

 

E．結論 

１．重度知的障害者の地域生活移行に関す
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る研究 

障害児入所施設(秩父学園)において、１

８歳以上の年齢超過者５４名を対象とし、

研究期間内の地域生活移行群（１５名）と

非移行群（３９名）を対象に、個人因子と

して心身機能を大島分類改訂版および異常

行動チェックリスト日本版を用いて調査し

た。結果、今回検討した大島分類改訂版お

よび異常行動チェックリスト日本版スコア

は移行群、非移行群で有意な差はなかった。

環境因子としての家族の理解、地域での支

援期間整備などが大きく関与すると考えら

れる。今後、地域移行支援・フォローアッ

プシステムを活用することで家族の信頼を

得ながら地域生活移行を推進していくこと

が重要と考える。 

 

２．軽度～正常境界域の知的障害者の地域

生活移行についての研究 

発達障害を伴う軽度知的障害者に対して

は、従来の発達障害を伴わない知的障害者

や知的障害を伴わない発達障害者に対する

支援手法とは異なる手法の開発の必要性を

考えた。そこで、障害福祉サービスとして

の就労移行支援の枠組みに則し、「施設内訓

練」、「行事参加」、「職場実習」という 3 つ

の場を支援フィールドとして、体験と体験

の意味づけの支援を繰り返し行いながら

「自己理解」、「他者理解」、「社会的規範の

理解」の促進を図る支援モデルと支援プロ

グラムの開発を行った。この支援モデルに

もとづいて６名に対して支援を行った結果、

支援継続中の１名を除く５名全員が就職と

いう帰結が得られたほか、支援期間の短縮

化が図られるなど、その有用性が示唆され

た。軽度知的障害を伴う発達障害成人にお

いては、体験と体験の意味づけをとおした

支援を積み重ねることが生活体験の乏しさ

やイメージをもつことの苦手さ、三段論法

などの論理的思考の苦手さを補う支援手法

として有効であったことが推察された。研

究期間内には６名の検討しか得られなかっ

たが、さらに事例を積み重ねて支援モデル

にもとづいた支援の効果検証と、標準的な

支援プログラムの策定が今後の課題である。 

 

３．発達障害者支援のための ICF-Based ア

セスメント開発の試み 

 開発したアセスメントを就労支援中の発

達障害者２１名および統制群２１名に対し

て施行し、両群に有意な差を認めた。また

発達障害の本人評価と支援者による他者評

価では、支援者が当事者の認識よりもニー

ズを低く見積もっているか、ニーズを拾い

きれていないことが示唆された。軽度知的

障害を伴う発達障害者の日常生活上の支援

ニーズを把握するためには、ある程度構造

化した方法で系統的に行う必要があり、ま

た、介入の効果測定をするためには、初期

評価時に自己評価と支援者評価の差の傾向

を把握しておくことは、重要である。 

 

４．知的障害者の生活の補完的手段の研究 

軽度知的障害を伴う発達障害者の就労に

役立つことが期待される 68 の個別支援ツ

ールを抽出し、縦軸を ICF の心身機能、横

軸を活動参加とする支援ツールマップを開

発した。 

５．入所重度知的障害者のきょうだいの課

題と自己概念 

重度群のきょうだいに「障害者の将来の

生活」に関してパンフレットを作成し提供

した。 
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F．研究発表 

１．論文発表 

1) 深津玲子, 医療と福祉、労働、教育と

の連携のために医療者が知っておくべ

き基礎知識 ASD 成人の社会参加に向

けて,成人期の自閉症スペクトラム診

療実践マニュアル, 神尾陽子編. 医学

書院: 東京. 2012. p.79-83. 

2) 高橋秀俊, 深津玲子, 神尾陽子, 成人

ASD の社会参加に向けて. 精神科, 

2012. 21(6): p.687-691. 

 

2．学会発表 

１）車谷洋, 深津玲子, 四ノ宮美恵子, 小

林菜摘, 青年期発達障害者の運動能力

に関する研究 第 46 回日本作業療法会

議, 宮崎, 2012, 2012-06-16 

２）四ノ宮美惠子，小林菜摘，深津玲子，

障害福祉サービスにおける発達障害者

の就労支援（Ⅰ）－青年期発達障害者

の地域生活移行への就労支援に関する

モデル事業から－，日本発達障害学会

第 47 回研究大会，横浜，2012-08-12 

３）小林菜摘，四ノ宮美惠子，深津玲子，

障害福祉サービスにおける発達障害者

の就労支援（Ⅱ）－就労支援モデル検

証の試み－，日本発達障害学会第 47

回研究大会，横浜，2012-08-12，優秀

賞受賞 

４）鈴木さとみ，四ノ宮美惠子，深津玲子，

自閉症スペクトラム障害者の社会生活

機能に関する調査-ICF-Based アセス

メントの開発と試行による一考察-，日

本発達障害学会，横浜，2012-08-12 

５）北村弥生、上田礼子. 入所知的障害者

のきょうだいの課題と対処方法、日本

健康心理学会, 2012, 東京. 

６）北村弥生.障がいや病気の子どもの家

族ができること. 東京都南多摩保健所, 

2012.（講演） 

７）車谷洋, 深津玲子, 四ノ宮恵美子, 小

林菜摘, 就労移行支援を要する発達障

害成人の上肢機能の調査 日本発達障

害学会第 47 回研究大会, 横浜, 2012, 

2012-08-12 

８）車谷洋, 深津玲子, 青年期にある発達

障害者の体力に関する調査 第 53 回日

本児童青年精神医学会総会, 東京, 

2012, 2012-11-01 

９）車谷洋, 深津玲子, 四ノ宮美恵子, 就

労支援を受けている発達障害成人の運

動能力と上肢機能の検討 就労に至っ

た症例から介入指標を考える, 第 6回

日本作業療法研究学会・学術大会, 長

崎, 2012, 2012-09-23 

１０） 鈴木さとみ, 深津玲子, 自閉症ス

ペクトラム障害者の社会生活機能に関

する研究 ICF-Based アセスメントを用

いた調査による一考察 第 53 回日本児

童青年精神医学会総会, 東京, 2012, 

2012-11-01 

 

G．知的所有権の出願・取得状況（予定を

含む。） 

なし
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厚生労働科学研究費補助金（障害福祉総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

重度知的障害者の地域生活移行に関する研究 

研究分担者 高木晶子 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 秩父学園 

研究協力者 永吉敏広, 齋藤信哉, 須永貴之, 滝澤剛敏、遠藤圭子、藤井知亨, 黒田憲治,  

同秩父学園 

 
           研究要旨   

今回の研究では、福祉サービス整備の緊急課題となっている重度知的障害者の地域生活支援

体系を、施設入所者の地域生活移行を通して検討する。 
知的障害児施設である国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園(以下、

秩父学園と記す)における円滑な地域生活移行を可能にするプログラムと適正な移行判定基準

システムを構築して、対象者の状況と要望に適う、と同時に家族の理解と安心を得る地域生活

移行をめざす。今年度の対象者である秩父学園に入所している年齢超過者(18 歳以上)の移行状

況と評価・判定基準とフォローアップシステムに関して報告する。 
1. 地域生活移行を困難にする因子としては、個人因子としての対象者の重症度と並んで環境因

子の課題があり，今回は「家族の地域生活移行への理解」を検討する。 
2. 個人因子に関して秩父学園の年齢超過者の重症度を、身体機能・知能レベル及び行動学的状

態(強度行動障害等)で分類層別し提示する。 
3. 身体機能・知能レベルの評価に関して IQ の測定が困難である重度知的障害者の評価として

大島分類改訂版を用いた。その結果、対象群は「動く重症心身障害者」に相当している。

また、S-M 生活能力検査において知能レベルと異なる適応行動 (社会能力)の評価を試みた。

特に自己統制、集団行動、意志交換の発達年齢が低く(7、8 割の対象者が 3 歳未満)コミュ

ニケーション能力、対人相互関係の課題は大きい。 
4. 行動学的状態(強度行動障害等)を異常行動チェックリスト(Aberrant Behavior Checklist : 

ABC)の日本語版(以下、ABC-J と記す)を使用し評価した。対象のうち自閉症群と非自閉症

群では異常行動総得点に有意差が認められたが、移行群と未移行群に有意差はない。 
5. 移行群と未移行群において身体機能・知能レベル(大島分類改訂版)及び行動学的状態(強度行

動障害:ABC-J)との相関関係はなく、現時点では知的・身体・行動的重症度が地域移行を阻

む因子として認められない。 
6. 平成 22 年度からの年における地域移行者数は 17 名である。移行者の年齢は 19 歳から 52

歳、在籍年数は 3 年から 40 年、性別は女性 5 名、男性 12 名である。移行先は入所施設 14
名、重心施設 2 名、家庭 1 名である。 

7. 環境因子である「対象者家族の地域生活移行への理解」に関して、家族のアンケート調査を

実施した。結果として「家族の移行に関する理解と要望」が地域移行の推進において大き

な要因と推定された。これを基に、地域生活移行のあり方を家族と共に検討できる「施設

と家族の円滑な関係を促進する」ための秩父学園の試行を報告する。 
8. 秩父学園において円滑な地域生活移行を可能にするプログラムと適正な移行判定基準シス

テムを構築した。小集団生活による短期・長期地域生活移行トレーニングを対象者に施行

して、ADL、余暇、コミュニケーション、社会生活に関する個別評価を行い、地域移行に

関する個別支援計画を作成する。移行時期に関して組織内地域移行審査会議で検討する。

また、移行後の対象者とその家族のフォローアップシステムを構築した。 
9. 24 年度は地域生活移行実績と地域移行評価システムの状況を報告する。 
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A. 研究目的 

今回の研究では重度知的障害者の地域生

活の支援体系に関して施設入所者の地域生

活移行を通して検討する。 

秩父学園は知的障害児施設として入所機

能を備えているが、入所者の 8 割が年齢超過

者であり、地域生活移行は急務である。こう

した移行事業を遂行するにあたって、移行を

困難にする以下のような因子の分析と検討

を目的とした調査研究を施行し、重度知的障

害者の地域生活移行を支援する福祉サービ

ス体系を整備するためには何が必要か、その

エビデンスを集積する。 

地域生活移行を困難にする因子として、1.

個人因子としての入所者の重症度 2.環境因

子としての入所者家族の地域生活移行への

理解、地域のリソース、福祉サービス体系の

課題がある。今回は個人因子と共に、環境因

子に関して「家族の地域生活移行への理解」

を検討する。 

 1.の事項に関して秩父学園の年齢超過者の

重症度を身体的・知的、行動学的状態(強度行

動障害等)で層別分類し重症度の実態を提示

する。 

2.の事項について、家族の理解を促進する

ための秩父学園の試みを提示し、入所者家族

へのアンケート調査を経年的に施行するこ

とで地域生活移行の理解度と要望を把握す

る。 

また、重度の知的障害者は医療的課題が多

く、地域のリソースとしての医療体制は不可

欠な検討事項である。今後、秩父学園生の地

域移行を通じて地域の医療のセーフティネ

ットに関する考察が必要である。 

 平成 22 年度の報告内容は次項であった。 

1. 秩父学園地域生活移行システムの説明  

  このシステムは「国立重度知的障害者総合

施設のぞみの園」の先行事業 1)を参考にした。 

2. 秩父学園からの地域生活移行者の状況    

1) 個人因子としての身体・知的機能を大

島分類改訂版 2)で、生活能力を S-M 生活能

力検査で評価した 

2)環境因子としての地域生活移行に関する

家族の理解に関するアンケート調査結果

とその考察 

3. 重度知的障害者を「動く重症心身障害者」

と捉えた地域移行の課題 

平成 23 年度は下記の事項を報告した。 

1. 秩父学園地域生活移行プログラムと移行

判定に関する評価システム   

1) 上記のシステムにおける流れ 

2) 地域生活体験トレーニングホームを利

用した移行判定基準と判定会議 

3) フォローアップシステムの構築 

2. 秩父学園の地域生活移行者の状況  

1) 年齢超過者の行動評価(ABC-J) 4)5)と地

域生活移行の困難性に関する評価 

2) 年齢超過者の障害程度区分の状況 

3) 地域生活移行実績 

 3. 地域生活移行に影響する個人因子に関す

る考察  

平成 24 年度(最終年度)には下記の事項を

報告する。 

1) 3 年間の地域生活移行実績の分析 

2) 当学園の地域生活移行システムにおけ

る支援プログラムと移行判定基準の評価 

3) フォローアップシステムの構築と状況 

 

B. 研究方法 

1. 対象者 

 秩父学園の入所者全員を対象として地域

生活移行を準備している。今回の研究におい

て研究開始年度平成 22 年度は入所者数 62 名

のうち年齢超過入所者(18 歳以上)54 名を対

象群としてデータを集積した。平成 22 年度

の年齢超過者の平均年齢は 33 歳、平均在所

期間が 19 年に及んでいる。平成 22 年度から

24 年度の期間において、地域移行による退所
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者は 17 名であり、現時点における年齢超過

入所者 37 名である。 

 

2. 地域生活移行対象者の個人因子分析 

 昨年度は 1) 対象者の個人因子としての重

症度、2) 環境因子としての「家族の地域生活

移行への理解」の課題を記載したが、今回は

下記の事項に関して報告する。 

1)  地域移行実績 

研究結果に後述する。 

2)  対象者の個人因子と地域生活移行 

対象者である秩父学園の年齢超過者の重

症度を身体的・知能レベル、行動学的状態(強

度行動障害等)で分類層別し重症度を提示し

た。身体的・知能レベルに関して心身障害の

重症度を評価する大島分類改訂版を、行動学

的状態に関して行動障害の評定尺度である

ABC-J を使用した。 

従来重症心身障害児（者）施設において入

所者の状態を把握するために用いられてき

た大島分類は知能指数(IQ)を縦軸、移動機能

を横軸で示し知的障害と肢体不自由の組み

合わせで重症度を表現している。知能テスト

の施行には良好な上肢機能と言語機能が不

可欠であり、前述したように重度知的障害や

重症心身障害において IQ の算定は困難であ

る。この点を改良すべく、既存の発達評価法

を用いて知能の発達過程を階層化して作成

されたのが大島分類改訂版である。生活寮の

支援者が対象者の状態を評価し、それを主治

医と生活寮看護師が再度検討した。 

平成 22 年度には対象群は「動く重症心身

障害者」に相当している 3)。 

ABC-J は知的障害を対象とした治療効果

の評価を目的として開発された。内容は 0-3

までの 4 点法で評定される 58 項目の評価尺

度であり、興奮性、無気力、常同行動、多動、

不適切な言語の 5項目のサブスケールのスコ

アとして表現されている。 

 秩父学園の年齢超過入所者(18 歳以上)54

名を対象群として、生活寮の担当職員が

ABC-J を平成 23 年 10 月時点の状態を記載し

た。対象が既に移行した場合、移行直前の対

象者の記録と既担当職員の記憶に基づいて

評価した。 

今回は現時点の地域生活移行者 17 名のデ

ータを提示し研究結果に後述する。 

 

3. 環境因子(家族の理解)と地域生活移行 

  平成 22 年度に年齢超過入所者の家族に地

域生活移行に関するアンケート調査を施行

した。また、24 年度には移行した家族へ移行

後の状況と家族の思いに関するアンケート

調査を施行した。 

 

4. 秩父学園地域生活移行システム 

 平成 22 年度報告書に秩父学園地域生活移

行システムに関して掲載したが、今回、秩父

学園の地域生活移行の流れ図（図 1）を改め

て説明する。 

1) システムにおける流れ 

①個別支援計画の作成 

生活寮では家族の要望を含めて個別支援計

画を作成する。年度初めに支援内容を家族に

説明し同意を得る。生活寮における ADL の

支援と日中活動（グループ活動）を行い、必

要に応じてケースカンファレンスを開催す

る。ここで園生に携わる多職種で構成された

チームで生活上の課題を検討している。ま

た、生活全般について標準評価票を用いて経

時的に評価する。 

②自立生活体験 「コスモス」 

秩父学園における自立生活体験とは生活寮

内の「コスモス」の呼称を持つ 3LDK の居住

空間を使用し施行している、小集団における

短期(1 泊 2 日)宿泊体験の活動である。上記

の「コスモス」の居住空間およびシステムを

含めて以下に「コスモス」と記す。ここでは
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生活寮では体験できない環境設定の中で、公

共交通機関を利用する買い物、掃除、洗濯機

の使用など、地域生活に向けた幅広い支援が

可能になる。このように少人数で生活し地域

生活に必要なスキルのアセスメントを施行

している。18 歳以上の園生全員が対象であ

り、1 泊 2 日を 1 回として合計 3 回施行し、

これを 1 クールとして評価する。 

③地域生活体験ホーム「ウィズ」 

「ウィズ」の呼称を持つ地域生活体験ホーム

における１～6 ヶ月間の長期生活体験トレー

ニングシステムを「ウィズ」と記す。これに

より対象者に必要な支援を検討して、学園内

の地域生活の移行を円滑にすすめる。将来グ

ループホームやケアホームでの生活を視野

に入れたアセスメントと支援を行うと同時

に、安定した地域生活の継続をはかる。 

④「ウィズ」判定委員会 

「コスモス」における評価で一定の基準を満

たした対象者が、次段階として地域生活体験

ホーム「ウィズ」における生活体験トレーニ

ングの必要性を判定する委員会である。具体

的な評価基準は地域生活に関する項目で構

成される標準評価票を利用している。 

⑤ 地域生活移行審査会議 

秩父学園における審査会議規程に基づいて

地域生活移行に向けた退所の妥当性を検討

する会議である。審査判定基準として、家族

が移行を要望する、学園で対応困難な医療的

ケアが必要である、「ウィズ」を終了、また

は「ウィズ」判定委員会で承認された場合等

がある。会議で承認された後に、地域生活移

行に向けて準備していく。 

⑥移行先候補を紹介し、家族と協働して施設

見学を積極的に施行する。その後、家族の要

望に応えて移行先候補の施設体験利用を行

い対象者の移行に関する見通しを検討する。 

⑦ 移行後のフォローアップについては、移

行先・事業所・行政・本人及び家族と連携を

取りながら丁寧に行っていく。移行先の訪問

等の際、現況の課題を移行先と共に検討し、

同時に対象者および家族の心情等の情報収

集をする。 

2) 地方自治体との地域移行等連絡調整会議

の設定と開催状況 

 地方自治体と円滑な地域生活移行を目指

し、対象者の移行先となる地方自治体と連絡

調整会議を設定した。 

 

5. 秩父学園地域生活移行プログラムと評価

システム 

1)自立生活体験「コスモス」の概略、評価シ

ートの作成と評価 

「コスモス」は 1 泊 2 日を 1 回として合計

3回施行し、これを1クールとして評価する。

3 回目が終了したら、「「コスモス」評価まと

めシート」に総評を記入する。まとめシート

には目標への取り組みが何回目の「コスモス」

で実施できたかを記入するだけでなく、目標

への達成状況の経緯も記載される。「コスモ

ス」の次段階である長期生活体験のトレーニ

ングホーム「ウィズ」では、「コスモス」評

価まとめシートを基に次段階の支援計画が

作成される。 

評価については「「コスモス」評価シート」

を作成し、地域生活移行に向けて、対象者個

別に必要な領域の目標を立て、それらを達成

することができたか、未達成の場合はどのよ

うな支援が必要かを評価して次の支援に繋

げている。この評価シートは秩父学園個別支

援計画を基に作成した。個別支援計画の目標

は 1 運動行動、2 コミュニケーション、3 社

会性、4 日常生活関連動作（ADL）、5 行動障

害、6 余暇、7 その他、以上 7 項目に分類さ

れている。 「コスモス」評価シートは、個

別支援計画の「運動行動」、「社会性」、「行動

障害」の項目の代わりに、地域生活移行で必

要と思われる「家事スキル」、「買い物」、「移
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動」の項目を設定している。個別支援計画作

成の際に用いたニーズ表（本人ニーズ・家族

ニーズ・医療的ニーズ・社会的ニーズ・関係

者ニーズより選定し、記入する）を基に、そ

れぞれの領域毎に目標を記入、その目標に対

し「達成状況」の欄で「○：一人でできる: 2

点」、「△：一部援助でできる: 1 点」、「×：要

援助: 0 点」、「未実施」のうちから達成状況を

表す。そして「評価」、「今後の対応」の欄に

記載する。「今後の対応」欄には、目標を達

成するための具体的な支援のポイントを記

入している。 

2) 「ウィズ」判定会議 

具体的な評価基準は地域生活に関する項目

で構成される標準評価票を利用している。 

「ウィズ」判定委員会における標準評価票に

基づく評価として、「ウィズ」の生活に最低

限必要と推定される 69 項目のスキルの平均

点が１点（一部援助でできる）以上で合計 69

点以上、及び第 3 回目の「コスモス」評価シ

ートの平均点が 1 点（一部援助でできる）以

上を合格点としている。 

なお、その以外の事項も勘案し次段階の「ウ

ィズ」試行の可否を決定している。 

3) 地域生活体験ホーム「ウィズ」の概略、

○個別支援計画の作成と評価 

  「ウィズ」では、「コスモス」評価まとめ

シートを基に個別支援計画が作成される。 

「ウィズ」と「コスモス」との違いは「長期

間」の生活体験トレーニングという点であ

り、地域生活を目指した環境設定や取り組み

を行うという目的は「コスモス」と同様であ

る。「コスモス」評価まとめシートに記した

園生の今後の課題及び目標が「ウィズ」での

支援計画の中に組み込まれてくる。 

○「ウィズ」個別支援計画立案の視点と内容

作成について 

「ウィズ」では最初の１ヶ月間で「ウィズ」

評価票(資料 2)を利用してアセスメントを行

う。評価項目の内容は「買い物」・「理髪」・

「通院」・「街を移動中の行動」・「車や公

共交通機関の利用」・「散歩など歩行に関す

る状態」・「公衆トイレ利用」・「待ち時間

全般に関わる状態」・「外食中の行動」・「社

会的な活動への参加」・人との距離の取り方

として「人との接近レベル」である。今後の

地域生活の支援優先度として「高」・「中」・

「低」で表す。アセスメント期間終了後、優

先度の高い項目を中心に個別支援計画を立

案している。 

 秩父学園「ウィズ」評価表作成にあたり、

日常生活の課題の具体性と評価項目に関す

るリストに優れていることから、社会福祉法

人「はるにれの里」6)の評価表を参考にした。 

4) 地域生活移行審査会議 

  詳細は結果に後述する。 

6. 知的障害者の地域移行にむけた訓練課程

におけるストレス評価の試み 

 個別支援計画の作成と評価の向上を目的と

したリサーチである。支援者の主観的観察と

共に対象者の客観的な生理的データ測定を

施行する事で、支援者の観察による評価の検

証や再検討を試みる。詳細は後述する。 

 

7. 研究協力に関する対応 

 ＜倫理面での配慮＞ 

国立障害者リハビリテーションセンター

倫理審査委員会の承認済みである。研究参加

者へ研究目的、方法、そこで生じるリスク、

個人情報の管理と保証について口頭と文書

で説明した。同意が得られた場合のみ同意書

を作成して協力を得る。参加に関する本人の

自己決定が不確実な場合、家族の同意を得た。

その際、人権に関する配慮を充分に施行した。 

個人情報はカルテと同じ基準で保管して

いる。研究データは個人情報を外した連結可

能匿名化臨床情報にして保存している。 

 



 14 

C．研究結果  

1. 対象者の個人因子分析と地域生活移行の

関連 

1) 地域生活移行実績 

平成 22 年 3 月から 25 年 1 月の期間におけ

る当学園対象者の地域生活移行実績を示す

( 表 1 )。上記の期間における地域移行者数は

17名である。移行者の年齢は 19歳から 52歳、

在籍年数は 3 年から 40 年、性別は女性 5 名、

男性 12 名である。移行先は埼玉県 11 名、東

京都 2 名、栃木、群馬県、千葉県が夫々1 名

である。入所施設 14 名、重心施設 2 名、家

庭 1 名である。 

2) 障害認定区分を用いて  

障害程度区分認定取得に関して平成 22 年

度から作業を開始した。平成 23 年 4 月 1 日

の段階で取得者 17 名であった。その後、取

得に関する家族の理解を促進する情報提供

を励行することで、平成 24 年 3 月時点にお

いて(18 歳以上の対象者全員が認定調査を受

けた(結果待ち 2 名を含める)。 

障害程度区分認定終了者 34 名中、「区分 4」

が 3 名( 9 % )、「5」が 5 名( 15 % )、「6」が

26 名( 76 % )である。 

3) 大島分類改訂版を用いて 

昨年度で報告した対象者における大島分

類改訂版に移行者 17 名(移行者数)のデータ

を追加して示す( 図 2)。移行者群の身体(移

動)機能は寝返り可から歩行可までの状態、知

的レベルとしては言語理解不可から簡単な

言語理解可の状態、発達年齢としては 6 カ月

以上から 1 歳から 2 歳前後、全訂版田中ビネ

ー知能検査に準拠して算出すると IQ 約 10 と

なる。 

4 )  行動評価( ABC-J )を用いて 

 ABC-J のサブスケール 5 項目の素点平均値

により移行群17 名と未移行群37名を比較し

た結果を表 2 と図 3 に示す。T-検定において、

5 項目共にこの 2 群間で有意差を認めない。 

 移行群と未移行群において身体機能・知能

レベル(大島分類改訂版)及び行動学的状態

(強度行動障害:ABC-J)との相関関係はなく、

現時点では知的・身体・行動的重症度が地域

移行を阻む因子として認められない。 

 

2. 環境因子(家族の理解)と地域生活移行対

象者家族への地域移行後のアンケート調査 

 平成 24 年 10 月に地域移行した 14 名の家

族を対象に移行後のアンケート調査を施行

した。回答数は 14 件中 8 件であり、その質

問事項と回答結果を示す。(表 3) 

 移行先施設の対応、対象者の生活に関する

満足度は 6 件が高く評価している。当学園か

らの移行に関する家族の思いとしては「良い

ところがあれば考えたい」、不安に関して「本

人が(移行先)になじめないのではないか」と

いう回答が回答全件(8 件)に認められた。 

 回答が得られなかったケースは今後、フォ

ローアップシステムの中で調査する必要が

ある。 

 

3. 秩父学園地域生活移行プログラムと評価

システム 

1) 自立生活体験「コスモス」の評価 

 平成 22 年 5 月から 2 5 年 1 月の期間におい

て、年齢超過者である対象者 40 名が 3 クー

ル全課程の「コスモス」の総評価を終了して

いる。「「コスモス」評価・まとめシート」

に関して対象者 40 名の支援の各領域の達成

度の結果を示した。(表 4) 支援領域において、

家事スキル、買い物、移動等は回数を重ねる

事で達成度が高くなっている。生活寮の集団

生活と比較して、「コスモス」では個別の機

会の設定と詳細なアセスメントが可能であ

り、その成果と推定される。 

 なお、対象者の個別の特性により、目標設

定及び評価が困難な項目も認められるが、対

象者一人当たりの目標設定項目数の平均値
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は 1 回目 5.18、2 回目 6.23、3 回目 5.44 であ

った。「コスモス」を利用した対象者の全領

域の総合評価の平均点を示す。(図 4) 全対象

者の「コスモス」の総合評価平均点数は 1.61

である。1 点未満は 0 名であり、全対象者が

「ウィズ」判定会議の基準を満たす 1.0 点以

上を取得している。 

「「コスモス」の目的」は全入所者が「コス

モス」を体験することであり、この試みによ

り地域生活移行に関する各対象者の個別の

課題を詳細に検討することにある。この「コ

スモス」の評価を基盤にして、「ウィズ」の

個別支援計画を適正に詳細に設定していく。

今回の評価の結果、目標設定項目数と内容共

に「ウィズ」に結びつけていく役割を概ね果

たすことができた。 

2) 「ウィズ」判定会議 

 平成 22 年 5 月から 25 年 1 月の期間におい

て、年齢超過者である対象者 13 名が「ウィ

ズ」判定会議で検討され地域生活体験ホーム

「ウィズ」を体験している。 

 「ウィズ」判定会議において以下の項目に

関して検討された。 

・対象者及びその家族の地域生活移行に関す

る意向の確認と検討 

・対象者の ADL(食事・入浴・排泄・衣類の

着脱等)に関するスキルの獲得状況 

・ 新たな環境(新規場面)における対象者の

潜在的な力を引き出せる可能性、般化に関し

て 

・「ウィズ」による小集団での生活による支

援内容(社会生活、余暇スキルの向上)  

・「ウィズ」を利用する対象者の性別・相性

などのマッチング関する検討 

対象者の状態(障害特性、生活、医療の課題

の検討、具体的にはコミュニケーションス

キル、睡眠状況、てんかん発作の発生頻

度・状況、自傷・他害・破壊行動等行動障

害、帰宅状況)を参考にした 

・「ウィズ」の職員体制(宿直体制)について 

・「ウィズ」利用開始時期、宿泊・日中利用

の選択・期間等 

3) 地域生活体験ホーム「ウィズ」 

 図 5 において、「ウィズ」の開始時と終了

時の「ウィズ」評価結果の比較を 3 名の対象

者のデータ( 図 5 )で示す。地域生活移行自体

はシステム構築中にも進行しており、このよ

うに比較データとして提示できるケース数

は現時点では 3 名のみである。 

今回、ADL と社会生活(買い物、移動、余暇

等)の領域において、「ウィズ」の支援成果を

評価点で比較した。 ADL に比較して社会生

活の評価は 3 ケース共に「ウィズ」の生活体

験で明らかに伸びを示している。 

4) 地域生活移行審査会議 

 地域生活移行審査会議を受けた地域生活

移行対象者 31 名の判定結果を示す。(表 5) 

上記会議に申請された対象者地域生活移行

審査会議判定基準内訳 31 名全員が「保護者

が地域生活移行を要望した」ケースである。 

対象者一人に対し複数の判定基準が認めら

れるが、全例において保護者が地域生活移行

を理解し了解と要望しており、これが判定の

不可欠条件となっている。 

5)   移行後フォローアップシステム 

 平成 22 年 5 月から 25 年 1 月の期間におい

て、17 名の対象者が各地域の入所施設や家庭

へ当学園から移行した。全例に関して以下に

記載した定期的なフォローアップを施行し

ている。 

○1 移行先への支援 

 移行先には、定期的な連絡や訪問を行い、

円滑な支援が行われるようにする。「困った

ことがあったら連絡してほしい。」と提示し

て相談を促すことで、支援に関するアドバイ

スを施行している。適時、要望に応じて移行

先を訪問して個別支援会議等に出席し共に

検討している。 
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 また、移行先が新規開設施設の場合、医療

機関との提携が整備されていないことも多

く、当学園医務課が医療面における協力体制

を組んでいる。 

②家庭への支援 

 家庭に戻る対象者の場合、今後の安定した

生活基盤づくりにとって不可欠な条件とし

て、移行先地域支援チームを当学園在籍中に

編成し家庭とその地域の環境設定を予め準

備することである。 

 移行先地域の相談支援センターの相談支

援専門員が主導するチームを構成する。メン

バーは援護の実施者（市区町村福祉担当者）、

児童相談所、日中活動事業所、民生委員、そ

して当学園職員である。このチームが定期的

な情報交換と今後の方針を検討して対象者

とその家族の安定した生活を支援する。 

③保護者への支援 

 移行後、当学園の地域生活移行担当者が保

護者へ定期的に連絡を取り、移行後生活が円

滑に営まれているか、情報収集する。また、

気軽に相談できる体制を作り、必要に応じた

面談、事情聴取等を設定して家族の心情を安

定させる細やかな配慮を提供していく。 

④移行後情報の収集に関して 

フォローアップシステムとして、電話や面

談等による移行後の定期的な情報収集を施

行しており、その際、現在の課題や支援法に

関する相談を受けている。また、半年単位で

移行先訪問を行い、移行先と協力下に対象者

の移行後の状態や支援の方針について情報

交換し検討している。 

今回、移行した 17 名全ての移行先と保護

者に定期的な訪問や電話による情報交換を

実践している。 

家庭を移行したケースにおいて、地域の通

所施設へ円滑に通所できるように、保護者と

検討した。秩父学園の支援者が同行して環境

設定を図った。 

 

4.  地方自治体との地域移行等連絡調整会議

の設定と開催状況 

 平成23年7月から24年末の期間において、

東京都(6 回)、千葉県(6 回)、埼玉県(2 回)との

連絡調整会議を開催して、移行先の検討や地

域のセーフティネットに関して情報交換し

た。 

 

5. 知的障害者の地域移行にむけた訓練家庭

におけるストレス評価の試み 

1) 研究目的 

 我々は、秩父学園での小集団における短期

宿泊体験施設「コスモス」での地域生活移行

に向けての体験の評価方法と結果について、

平成 22 年度の当研究の成果として報告した
7）。体験訓練の成否の背景には、知的障害者

の情動があると我々は経験から推測してい

るが、知的障害者の心の動きを表情等の外観

から読み取ることが困難な場面にも多く遭

遇する。 

 近年、携帯性に優れた唾液アミラーゼ活性

値測定器を使用し、侵襲性の低い測定方法に

よりストレスを検討した研究が報告されて

いる 8）9）10）。 

 そこで、本年度は、秩父学園・地域生活体

験ホーム「ウィズ」にて長期宿泊者を対象に

ストレスの客観的・定量的測定を試みた。 

2) 方法 

被験者 

 「ウィズ」で研修中の当園入所者・男性 3

名（被験者 A、被験者 B、被験者 C と表記す

る）を調査対象とした。被験者の概略を表 6

に示す。 

測定する訓練課題と回数 

屋外活動  

○信号のある横断歩道での横断訓練  

○コンビニエンスストアで買い物訓練   

 これらは、一回の外出につき、信号―買い
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物―信号の順で連続して実施した。コースは

全長約 1640ｍで、歩道と車道がセパレートさ

れた直線部が多い見通しのよいコースをゆ

っくりとした歩行ペースで移動しながら、11

か所で測定した。最初の信号は押しボタン式、

次の信号は大きな交差点に設置された自動

式である。コンビニエンスストアでは、菓子

を１、2 個といった少量の買い物を行う。 コ

ースの概略と測定ポイントを図 6 に示す。 

室内活動  

○調理実習  

 調理実習では 3人は一緒に同じ活動をする

のを原則としているが、測定機器が一組しか

ないことから、測定機会を違えることにした

ため、3 名の調理内容は下記 3 種類の個別メ

ニューとなった。調理のプロセスは、材料の

処理と機器使用の 2 段階である。測定ポイン

トは、①調理開始 5分前 ②調理開始直前（作

業テーブルの前にスタンバイした時）③調理

完了時試食前 ④唾液アミラーゼ活性値

（Salivary Amylase Activity: 以下 SAA と

略）への食事の影響を避けるために、飲食後、

リビングのソファ等で約１時間くつろいだ

後、の計 4 ポイントである。 

調理手順を以下に示す。 

被験者Ａ ホットケーキ：卵を割り、ホット

ケーキミックスの粉等と混ぜＩＨ調理器で

焼く。 

被験者Ｂ カップケーキ：材料を混ぜ、スポ

ンジ台に載せ、レンジに入れて焼く。 

被験者Ｃ バナナジュース：包丁でバナナを

切り、砂糖、牛乳を加えてミキサーで撹拌す

る。 

 各訓練は日を替えて 3 回測定することを原

則にしたが、いくつかのデータ欠損が生じた。

本来ならデータが欠ければ、そのシリーズを

すべて破棄すべきであるが、対象が測定への

積極的な協力が期待できない重度の知的障

害者であること、またケーススタディとして

の研究デザインであることから、部分的なデ

ータもできるだけ呈示する方針とした。 

測定方法 

客観的評価  

・唾液アミラーゼモニター（ニプロ、 東京）

にて SAA を測定した。この機器は小型、簡

便で、かつ侵襲性が低いという利点があり、

舌下に測定チップを 30 秒間留置して唾液を

収集後、1 分後には数値が表示される。 

・装着型心拍計・心拍数(Heart  Rate: 以下

HR と略)を RS800CX（ポラール・エレクト

ロ・ジャパン、 東京）にて持続的に計測した。

心拍計付の温水で湿らせたベルトを胸部に

装着し、指導員の手首に装着した腕時計型の

受信機でデータを受ける方式である。 

測定時刻は、唾液アミラーゼ活性値の日内変

動から安定した数値が得られやすい午後 11）

に設定した。 

主観的評価  

・Visual Analog Scale(以下 VAS と略)を用いて、

指導員による外観観察の印象を数値化した。

一方、気が付いたことを自由にコメントとし

て残すことにした。本研究では、同じ視点で

の評価を得ようとする意図から、主観的評価

者はできる限り特定の者に固定し、さらに、

すべてのデータ収集が完了するまで、SAA と

HR のデータを教えずブラインドとした。 

 なお、日程は、同課題を最短で 3 日連続、

最長でも１週間以内に完了するようにスケ

ジュールを組んだ。 

3) 結果 

○被験者の属性 

 被験者の属性を表 6 に示した。本研究中の

「ウィズ」入所者は 3 名とも男性であったた

めでとくに意図はない。全員抗てんかん薬を

内服している。年齢は 20 代が 1 名、40 代が

2 名である。 

○事前測定 

 安静時に、3 回続けて SAA を測定し、測定
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に協力的かどうかを判定した。測定値には多

少のばらつきがあるものの、開口拒否やチッ

プを噛む、吐き出そうとするといった拒絶的

態度は認められなかった。（表 7） 

 また、HR についても、試験的な装着にて

拒絶的態度はみられず、SAA、HR とも測定

可能と判断した。 

○訓練時間 

 屋外活動は 3 名とも 40 数分、調理時間は、

被験者 A：約 13 分 （ただしうち１回は途

中で動作停止したため 1 時間 10 分を要した）、

被験者 B：約 15 分、被験者 C：約 9 分であっ

た。 

○測定について 

 SAA の測定については、測定自体が成り立

つのかという当初の不安はあったが、比較的

スムーズに行うことができた。 

極端に低い場合は、測定ミスの可能性を考慮

し、再測定を実施した。 

唾液アミラーゼ活性値と心拍数 

○屋外活動 

＜被験者 A＞ （図 7－1） 

 SAA：3 回のデータから共通の特徴は見い

だせなかった。 

 HR：3 回のデータのうち、1 回目と 2 回目

は類似していた。傾向としては、3 回目も測

定ポイント②以外では類似しているといえ

る。 

 SAA と HR の関連：関連性は見いだせなか

った。 

＜被験者 B＞ （図 7－2） 

 SAA：欠損データはあるが、概ね前半優位

に増加傾向がみられた。2 個目の横断歩道の

課題では 3 回とも低下している。 

 HR：1 回目の HR データが欠損しているが、

2 回目と 3 回目のデータは類似していると考

えられた。 

2 回目の測定ポイント①では 160bpm と増加

しているが、記録図でみるとこのときスパイ

ク様の上昇がみられていた。 

 SAA と HR の関連：3 回目の測定ポイント

⑦までは SAA と HR の増減パターンは似て

いたが、全体的には関連性を認められなかっ

た。 

＜被験者 C＞ （図 7－3） 

 SAA：最初の横断歩道と買い物で増加が認

められた。2 個目の横断歩道では低下してい

た。測定ポイント⑩から⑪では 3 回とも増加

があった。 

 HR：測定ポイント⑦（コンビニストアを

出たところ）では 3 回とも減少し、⑩から⑪

では増加した。 

 SAA と HR の関連：⑩から⑪での増加傾向

を除いて、関連性を認めなかった。 

○調理実習 

＜被験者 A＞ （図 8－1） 

 SAA：1 回目と 2、3 回目では、相反する増

減を示していた。測定ポイント④（食後１時

間）でも、事前測定値平均の 2 倍以上であっ

た。 

 HR：ピークが調理中にある点は共通して

いた。 

 SAA と HR の関連：関連性は見いだせなか

った。 

＜被験者 B＞ （図 8－2） 

 SAA：1 回目と 2 回目では測定ポイント②

から④に向かうにつれて減少している点で

傾向が一致しているが、3 回目ではポイント

②で最小値になっており、全体としての再現

性は認めなかった。 

 HR：1 回目と 3 回目は類似していた。 

 SAA と HR の関連：3 回目は SAA と HR が

相反していた。 

＜被験者 C＞ （図 8－3） 

 SAA：１回目のデータが欠損しているが、

試行としては行っているため、データ 2、3

としている。2 回目と 3 回目ではスタートか

ら値が大きく異なっていた。 
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 HR：①から③までは 90～100bpm 程度に増

加しており、④では急に減少している。持続

的に記録したデータからは、調理開始前後か

ら調理終了までは持続的に増加しており、そ

の後、低いレベルで 1 時間経過していたこと

が分かった。 

 SAA と HR の関連：すべてのポイント④で

は SAA、HR とも最低値を示しており、この

点について関連を認めた。 

○外観観察からの主観的評価 

 全体的に、屋外活動開始時に緊張度が比較

的高く、緩やかに軽減していくという評価が

目立った。後半に緊張度を高く評価したケー

スもあるが、いずれの場合も SAA、HR とも

明らかな相関傾向を認めなかった。（データ

掲載省略） 

4) 考察 

 今回使用した唾液アミラーゼモニターの

測定範囲は、説明書によれば 10～200KU/L

であるため、この測定範囲を超えたデータに

ついては参考値扱いとなることを前提に記

述する。 

 事前測定にて拒絶的な態度がみられなか

ったため、調査可能と判断した。数値につい

ては、ＡとＢでは 3 回目に増加している。こ

れは、たてつづけて 3 回測定したことにより

ストレスが生じた可能性があるので、やり直

しを含めても 2回目までで計測を終了するこ

とが適切と考えられた。 

 本研究の 3 名の被験者は、パニックや社会

的に不適切な問題行動をおこすことはなく、

「ウィズ」での通常の訓練メニューの実施に

は、危険性はないと判断された。ただし、重

度知的障害や自閉症が特性としてあるため、

何をどのように感じるのかという予測がで

きず、ストレッサーとして相応しい訓練の選

択は難渋した。人権を考慮すると、確実に嫌

がることが予測される訓練を課題に設定す

ることはできない。よって、課題遂行が不快

なストレス（distress）を与えているだろうと

いう予測がなりたたず、SAA が上昇していて

もストレスがあったのか、ストレス以外の上

昇機序によるものなのかの解釈は、外観等の

主観的評価を参考にせざるを得ないことを

想定し、評価項目に加えた。 

 さらに、被験者への配慮として、屋外活動

では、周囲からの興味本位の視線に晒されぬ

ように、コンビニエンスストア内での測定は

行わず、買い物後は店外に出て測定した。そ

のため、我々が緊張の高まりを予測したレジ

での支払い時の場面から、測定ポイントが後

方にずれてしまった感がある。 

 これまで報告された、SAA を利用したスト

レス研究では、刺激が加わる前の安静時とい

うコントロール値を得られるポイントを基

準にしているものが多いが、本研究の屋外活

動、たとえば信号のある横断歩道の手前での

待機という条件が、渡る前のコントロールと

して適切か否は、個々のストレスの感じ方に

よっても異なると考えられる。 社会生活能

力の低い被験者にとっては、交通量の多い場

所に立っているだけでもストレスになる可

能性はあるので、信号の手前 180ｍでの測定

をもってコントロールと設定したが、そこへ

到達するまでの歩行という運動行為のため、

SAAやHRが影響を受けることは避けられな

い。より厳密に安静時からの変化をみるため

には、自動車等によって横断歩道まで移動す

るしかないと考えられるが、移動中の車内に

いること自体がストレスを生じる可能性も

ある。 

 そこで、課題毎に測定することはせず、実

際に行っている屋外活動に準じた形で「横断」

と「買い物」という 2 種類の課題を 1 回のコ

ースに組み込んで測定することにした。測定

ポイント②（横断前）と③（横断後）とは約

2 分弱の間隔であり、SAA 測定上のタイムラ

グを考えると、ボタンを押す際の緊張か、青
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信号を待つ間の緊張か、横断歩道を渡る時の

緊張か、といった細かい動作との関連を特定

するのは無理がある。そのため、②もしくは

③で上昇すれば横断に関してストレスを感

じた可能性がある、といったゆるやかな捉え

方でグラフを評価する姿勢が必要と考える。 

 山口らは、不快な刺激では増加、快適な刺

激では低下という SAA の変動を利用して、

不快と快適を判別できる可能性を示してい

る 12）。今回、同じ測定ポイントであっても日

によって、相反する現象がみられたが、状況

を正確に記録し、詳細に検討を加える必要が

ある。 

 被験者 B では、施設の門を出る時点ですで

に SAA レベルが高く、施設外に出ること自

体がストレッサーである可能性が考えられ

た。ただし、後半には「慣れ」が生じるため

か、帰り道ということを自覚して気持ちの高

揚がなくなるのか、活動後半には減少する傾

向を示した。被験者Ａでも、2 回目、3 回目

で前半優位の上昇をみせており、すべての訓

練をみても後半優位だったのは被験者 A の 1

回目だけであることから、総じて、施設外に

出たという環境変化をベースにして、押しボ

タン式信号のボタンを押すなどの非日常的

行為が、緊張を高めていることが考えられる。

それに比べて、後半の信号は自動式で、交差

点であるため他に渡る人や自転車もあり、む

しろ安心感があったのかもしれない。なお、

当施設周辺での歩行は被験者にとって初め

てではなく、見知らぬ場所を連れ回されるス

トレスがあったと考えにくい。 

 SAA と HR との相関について、竹田は重心

児のスヌーズレン施行中には相関関係を認

めたが、その前後には認めなかったことから、

病棟における安静時の唾液アミラーゼ活性

値が心拍数と同じ自律神経の活動状況を反

映していないことを示唆している、と報告し

ている 13）。本研究でも相関については認め

られなかった。ただし、HR では、被験者 A

と被験者 C の各 1 回目と 2 回目、そして被験

者 B の 2 回目と 3 回目が類似した動きをして

おり、運動負荷が同じであれば、ある程度の

再現性は得られると考えられ、SAA の結果と

の乖離は、SAA が個人によってばらつきが大

きい指標であることに由来している可能性

がある。 

 被験者 C では、すべての課題を終了したあ

とに、直線の歩道を施設まで帰るという歩行

運動で SAA と HR の上昇が認められた。純

粋な運動負荷以外の刺激が歩行中にあった

可能性も否定はできないが、3 回とも同じ結

果が得られたことから、突発的な精神的スト

レスではなく、運動ストレスと考えられた。

彼の安静時心拍数と、屋外活動中の平均心拍

数から、アメリカスポーツ医学会のテキスト

記載の式に従って計算すると、57％HRR とな

り、十分に有酸素運動レベルであった。歩行

ペースは、2METS 以下の弱い運動強度であ

るが、スポーツ等の機会に乏しい被験者 C に

とっては、活動終盤に身体的負荷があったの

かもしれない。SAA 測定のための時間が休息

になっていたため、この程度の負荷にとどま

った可能性もある。 

 ウォーキングには、身体活動という一面と

環境による気分転換という一面があり、たと

えば、三井らは、森林植物園でのウォーキン

グの前後では唾液アミラーゼ活性値の有意

な低下を認めたが、住宅地では変化を認めな

かったと報告している 14）。その際に POMS

法での検討では「活気」に関して、森林植物

園コースでは上昇、住宅地コースでは低下と、

異なる気分変動を示したとしている。このこ

とはウォーキング自体がストレス低下作用

をもつわけではなく、環境がもつ影響力を合

わせて評価する必要性を示している。今回の

我々が使用したコースは、交通量の多い車道

脇の歩道であり、健常人にとっては、リラク
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ゼーションに有効な環境を提供できる設定

とはいえない。 

 一方、三島は、景勝地として有名な青森

県・奥入瀬渓流でのウォーキングを対象に唾

液アミラーゼ活性を検討したが、予想に反し

て、継時的変化を認めなかったと報告してい

る 15）。運動および環境に関する SAA の変動

については、今後さらなる検討が必要であろ

う。 

室内活動は、運動に対する生体のストレス応

答や外界からの突発的な刺激を考慮しなく

てもよい利点があるが、「ウィズ」での調理

プログラムが簡便であり、火を扱うこともな

いため、強いストレッサーとはなりがたく、

SAA が顕著な増加を示さなかった可能性が

ある。被験者 B では、3 回目のデータで、調

理開始直前の SAA が下がったが、「慣れ」

が生じた可能性や、興味ある物には強いこだ

わりを見せる反面、あっさりと気分が冷める

特性があるため、3 回目には気持ちが調理に

向けにくくなっていたのかもしれない。訓練

間の日数を多くとる必要があったかもしれ

ない。 

 被験者 C は調理中に継続して HR の上昇が

記録されたが、包丁を使用する場面があるこ

とと関連があるかもしれない。 

 施設に入所している知的障害者の表情な

どから気分変動の評価を行うことは、指導員

の業務の基本である。本研究では客観的評価

との比較を試みたが、明らかな関連は認めら

れなかった。ツールとして、無段階で評価す

る VAS を使用したが、心理的に両端に近い

部分にチェックを入れがたいことや、極端な

感情の動きが生じるような、強力なストレッ

サーが課題として設定されていないためと

考えられた。また、知的障害者の感情を読み

取りにくいという現実をそのまま反映した

結果とも言える。ただし、客観的評価を解釈

するうえで、参考資料として有用である場面

がみられた。一例をあげると、被験者Ｃの屋

外活動終盤では 3 回とも SAA、HR が増加し

ていたが、指導員の評価コメントは「楽しそ

うにしている」であり、歩行疲労による身体

ストレスとは別に、「もうすぐ施設に帰って

休める」という期待が外観に表出された可能

性もある。また、被験者 C の調理実習で、3

回目の SAA が 2 回目の数値に比べて高かっ

たが、評価コメントには「穏やかであったが、

バナナと言いながら要求してくることが多

かった」とあり、一見落ち着いているようで

も、初めから気分の亢進があった可能性が示

唆された。内山らは、ホースセラピーにおい

て、乗馬中に気分は良かったと答えた被験者

の SAA が上昇しており、SAA による生理学

的応答と主観的評価との間に乖離があった

ことを報告している 16）。 

 前述したように、メーカーによる測定範囲

の上限は 200KU/L であり、今回はそれを上回

ったデータが多かった。予備測定の数値と比

較すると、たんなる測定ミスではなく、高値

だった可能性が高いと考え、そのまま記載す

ることにした。被験者Ａでは、予備測定では

平均 78.6KU/L であったが、調理実習・試食

後にリビングで 1時間くつろいだ測定ポイン

ト④では、すべて 150KU/L を越えており（図

2-1）、安静にしているという外観だけからは

分からない情動があると推察された。 

 今回はマンパワーの不足から、指導員１名

による評価であったが、現場での複数での評

価や、ビデオ撮りによって後日、多人数で評

価する等の工夫も必要であろう。 

5) まとめ 

  簡易型の唾液アミラーゼ活性値測定モニ

ターを使用して、重度知的障害者の社会適応

訓練におけるストレスを評価するケースス

タディを行った。SAA は、運動や環境等の影

響を受けるほか、基準値も定まっていないた

め、個人の絶対的なストレス指標として応用
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することは、現時点では困難と考えられた。

しかし、地域生活移行へ向けて、円滑に訓練

を有効に実施するためには、より深く入所者

の特性を理解する必要があり、本研究のよう

なストレス測定は、その一助となる可能性が

ある。今後さらに症例を蓄積していきたいと

考えている。 

 

D．考察 

1. 対象者個人因子と地域生活移行の関連 

障害認定区分を含む地域生活移行者リス

ト及び大島分類改訂版を用いて検討すると、

現時点の移行実績と行動を含める身体、知的

障害の重症度は相関せず、この時点では重症

度は地域生活移行を阻む因子とは言えない。

これも今後の移行進捗状態、移行する対象者

の特性により結果が変化する可能性があり、

再度検討が必要である。 

2. 環境因子としての地域生活移行への家族

の理解  

 平成 22年度に未移行群である対象者の家族

に地域生活移行にたいするアンケート調査

を施行した。54 名中 45 名から回答を得た。

移行後に強く関連している因子として保護

者の要望が推定される。地域生活移行審査会

議における移行者の判定基準の内容をみる

と判定会議を受け移行した 31 名全員が「保

護者が地域生活移行を望む者」であった。障

害が軽度であっても保護者を含む家族が望

まなければ「移行」はあり得ない。 

 なお、環境因子として加齢化する移行者の

課題 17）18)地域の医療ネットワーク 19）、親亡

き後の成年後見人の調整、終の住処の課題と

検討すべき環境因子は山積している。 

3. 秩父学園地域生活移行プログラムと評価

システム 

1) 個別支援計画立案の視点  

 「コスモス」と「ウィズ」評価表に基づき

移行に関する個別支援計画が立案される。こ

の「ウィズ」評価表の内容は家庭生活、地域

社会生活に関わる活動を中心に構成されて

いる。今回、「ウィズ」まとめ評価の具体例

を報告した。これで示したように、対象者の

地域生活の具体的な課題をリストアップし、

支援法に関して行動分析による検証を重ね

ることで、日常活動が向上して自信と自尊心

の育ちが得られることが示された。このよう

な支援の積み重ねにより対象者の今後の社

会参加を促進していく。 

 次段階で必要になる評価項目が「自分を守

る事(自己防衛)」と「自分の権利を擁護する

こと」であり、アメリカ知的障害・発達障害

協会の前身である米国精神遅滞協会が編集

した支援尺度 20)に提示されている。これらの

項目を施行するのは家族、成人後見人または

施設支援者だけではない。対象者に携わる

人々、例えば地域住民の協力は不可欠である。

移行後のフォローアップの時点でこの自己

防衛と権利擁護の支援の検討が特に必要と

なる。 

2) 「知的障害者の地域移行にむけた訓練家

庭におけるストレス評価の試み」 

医学的客観的評価( 唾液アミラーゼ測定

等 )を地域移行トレーニングに取り入れ、支

援者の観察(主観的評価)と合わせて多角的な

評価を試みた。この研究の目的はふたつある。

ひとつは地域生活移行へ向けて、円滑に訓練

を有効に実施するためには、より深く入所者

の特性を理解する必要があり、本研究のよう

なストレス測定は、その一助となる可能性が

ある。ふたつめはこのような客観的ストレス

測定を並行して施行することで、支援者の観

察眼と被支援者への洞察が深まることであ

る。その成果が個別支援計画作成に反映され、

支援の質の向上が期待される。 

今後もこのような視点の試みを積み重ねる

必要がある。 

4. フォローアップシステムの構築 
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 前述したように移行先の安定した生活は

その地域のセーフティネットの状況が大き

く関与する 21)。現時点において移行先施設と

の連携内容は対象者の日常生活の支援に関

する情報交換や検討が中心となっている。し

かし、今後各ライフステージで生じる課題、

例えば社会参加の場の拡大、疾病や老化、家

族の課題、被災や避難等においてどのように

対処していくか、すべきかという検討が必要

である。また、このような議論を発展させる

ために個別事例の情報集積が経年的に必要

になる。このエビデンスの集積が「望まれる

形の地域生活に関する調査研究」として地域

のセーフティネットの再構築の指針作りに

貢献すると考えている。 

5. 今後の地域生活移行の課題 

地域生活移行実績における移行先の大半

(17 名中 14 名)は成人施設であった。今後、

グループホーム、ケアホームの設立を検討し

ている法人施設を優先的に候補に挙げてい

るが、家族の要望から「施設の安全性」を重

視している傾向が認められる。また、医療課

題の大きい対象者は重症心身障害者を対象

とする医療機関に移行している。 

 個人としての快適な環境設定を重視する

グループホーム、ケアホームの課題として検

討すべきことは地域のリソースである医療

と福祉サービスの充実とそれによるセーフ

ティネットの構築である。この点が家族の不

安因子となっている。 

 今後、本人と家族に提供しなければならな

い情報として、移行先だけでなく、その地域

の支援体制やセーフティネットの構築に関

するものが必要である。これを迅速かつ適正

に準備し、わかりやすく説明していく入念な

情報提供が必要である。これにより家族の移

行に関する適正な理解が促進される。 

「家族が望む地域生活移行」に関して今後

更に検討する必要がある。対象者の生活リズ

ムの安定、危機管理による安心も必須条件で

はあるが、支援者としてはより重要である自

尊心を育む地域生活設定を確立していかな

ければならない。 

 

E. 結論 

 現在の福祉課題である円滑な地域移行に

関して、多角的評価法を導入したシステムモ

デルとして提示する。障害児(入所)施設にお

ける重度知的障害者の年齢超過者の地域移

行を円滑に進める組織内システムを構築し

た。移行後のフォローアップシステムを利用

して家族のさらなる信頼を得て、地域連携を

はかり、今後、地域のセーフティネットの構

築に関与していく。 

現時点において対象者 54 名中 17 名が地域

移行した。移行を困難にする個人・環境因子

を分析すると、この段階では移行の有無と個

人因子(知的・身体・行動的重症度)に有意差

はなく、環境因子(地域移行に関する家族の理

解と要望)の関与が推定された。 

 

F. 健康危険情報 該当せず 

G. 研究発表 

学会発表、講演  該当せず 

H. 知的財産権の出願・登録状況   

1. 特許取得 該当せず 

2. 実用新案登録 該当せず 
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－1 被験者

－2 被験者

被験者 A 屋外活動

被験者 B 屋外活動

外活動 

外活動 HR1HR1、amy2
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amy2 のポイントのポイント 2 、1010 はデータなし。はデータなし。 
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被験者 A 調理実習

 

被験者 B 調理実習
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Ａ 目的 

「青年期発達障害者の円滑な地域生活移

行への支援についての研究」（平成 19 年度

～21 年度厚労科研）において、自立支援局

では青年期の発達障害者 9 名を対象に障害

福祉サービスとしての就労移行支援を提供

しながら支援プログラムの検討ならびに開

発を行った。その中で、①軽度～正常境界

域の知的障害群に相当する発達障害者が多

く含まれていたこと（88.9%）、②同様の障

害特性はありながらも、論理的思考や言語

的推論により作業効率を向上させる工夫が

可能である知的障害を伴わない群と、軽度

～正常境界域の知的障害群では、効果的な

支援方法が異なる可能性があることが示唆

された。 

研究要旨 

 軽度～正常境界域の知的障害者群として、国立障害者リハビリテーションセンター自立支援

局（以下、自立支援局という）を利用する発達障害成人 14 名のうち、WAIS－R または WAIS

－Ⅲの PIQ において 85 未満の者 6 名を対象に、就労移行支援サービスを提供しながら障害福

祉サービスとしての就労支援手法の検討および開発を行った。この対象群においては、障害特

性としての想像やイメージすることの苦手さに加えて、生活体験の乏しさ、就労上も支障とな

ることが予想される日常生活上の課題、論理的思考や言語的推論にもとづいて作業を効率的に

遂行することの困難さがなどみられた。そこで、支援手法の検討にあたっては、テキストなど

に準拠した技能習得中心の支援プログラムではなく、体験を中心とした支援プログラムを整備

するとともに、就労に向けて支援を進めていく過程において、日常生活上の課題への支援も包

含した支援プログラムの開発を念頭においた。そこでは、「働く」ことを目標に、「施設内訓練」、

「行事参加」、「職場実習」の 3 つの場面を支援フィールドとして、その下で体系立った体験場

面を提供するとともに一つ一つの体験に対して社会的文脈に即して意味づけを再構成する支

援を繰り返しながら、自己理解、他者理解、社会的規範の理解を促進することを下位目標とし

た支援モデルを構築した。個々の支援プログラムについては、このモデルに沿って整備した。 

 個別支援計画にもとづいた支援の帰結は、平成 25 年 1 月末時点で、5 名が就職、1 名が就

労移行支援利用継続中であった。就職者に対しては、自立支援局と地域の障害者就業・生活支

援センターとの連携による職場定着支援を実施し、5 名全員が職場定着していた。  

今後、さらに事例を集積しながら、開発した軽度知的障害を伴う発達障害成人に対する就労

移行支援の手法の有用性を検証していくことが課題である。  
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そこで、今後障害福祉サービスの対象の

中心となっていくことが予想される軽度～

正常境界域の知的障害を伴う発達障害成人

に対する就労移行支援の手法を検討するこ

とが目的である。 

 

B 方法 

１．対象 

 発達障害成人のうち、①発達障害の診断

が確定されていること、②就労に対するニ

ーズがあること、③研究協力について同意

が得られていること、④WAIS－R または

WAIS－ⅢのPIQにおいて85未満であるこ

と、の 5 条件を満たしている者で、平成 22

年度から平成 24 年度までの間に自立支援

局において何らかの就労支援を行った 6 名

を対象とした。 

 

２．方法 

 上記対象に対し、障害福祉サービスとし

ての就労移行支援の個別支援計画に則って

支援を進めながら、支援目標の達成に向け

た現実的で具体的な支援手法の検討、開発

を行った。開発した支援手法については、

個別または小グループによるプログラムと

して試行的に実施しながら、必要な修正を

行った。 

  

C 結果 

１．対象者の概要 

１）性別と年齢構成 

 性別の内訳は、男性 5 名、女性 1 名、年

齢構成別では、10 代が 1 名、20 代が 5 名

であった。 

２）診断名 

 DSM-Ⅳによる診断名は、特定不能の広汎

性発達障害 4 名、アスペルガー障害 1 名、

自閉性障害 1 名であった。 

３）手帳の取得状況 

 精神保健福祉手帳 4 名（うち 1 名は療育

手帳も取得）、療育手帳 2 名であった。1 名

は中学在籍時に取得済みであったが、それ

以外の 5 名は自立支援局利用を契機に本人、

家族の希望により取得に至った。 

４）学歴および職歴 

 最終学歴は、高卒 3 名、専門学校卒 1 名、

大卒 2 名であったが、うち 3 名が中途退学

者であった。退学時の在籍校は、専門学校

1 名、短大 1 名、大学 1 名であった。また、

全員が普通校普通学級に在籍し、教育上の

特別な配慮は受けていなかった。 

 職歴のある者は 2 名であり、いずれも一

般雇用で正社員としての勤務経験を有して

いた。在職期間は、最長 2 年であり、離職

理由は、解雇または業務遂行上の不安によ

る自己都合退職であった。 

５）WAIS-R または WAIS-Ⅲによる検査結

果 

 WAIS-R 受検者は 2 名であり、平均 PIQ

は 58（最小値 54、最大値 62）、平均 FIQ

は 63.5 であった。WAIS-Ⅲ受検者は 4 名で

あり、平均 PIQ は 72.5（最小値 60、最大

値 83）、平均 FIQ は 80.3 であった。 

 

２．支援期間および支援時間数 

 自立支援局における支援期間（就職後の

職場定着支援は除く）は、14 月から 21 月

とばらつきがみられたが（平均 16.8 月）、

平成 22 年度から現行の支援プログラム導

入後は 14 月から 17 月（平均 15.3 月）で就

職という支援目標が達成されていた。17 月

の支援期間であった者は、利用開始直後に
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東日本大震災があったことにより、交通事

情から 1 月間自宅待機の措置をとったため、

実質の利用期間は 16 月であった。 

 利用継続中の 1 名を除く、平均支援時間

数は、1688.0 時間であった。支援内容別の

時間数は、図１のとおりであった。従前の

支援プログラムを実施した群（A、B）では、

職業訓練の占める時間数が平均 82.8％であ

ったのに対し、現行の支援プログラムを実

施した群（C、D、E、F）では、平均 65.2％

であり、相対的に職業訓練の占める割合が

減った。一方で、生活支援や就職活動に向

けた支援などを含む就労支援、企業等にお

ける職場実習、作業療法、その他（リハビ

リテーション体育、個別面接など）を合わ

せた割合が増加した。 

 

３．支援体系および支援内容 

１）支援体系 

 平成 22 年度から体験型の支援プログラ

ムの整備に着手し、平成 23 年度には、「働

く」を支援目標に、「施設内訓練」、「行事参

加」、「職場実習」の３つの場面を支援フィ

ールドとした体験型の支援モデルとして再

構成を行った。それらをとおして、個々の

特性や理解の状況に合わせて可能な限り一

つ一つの体験に対し、体験場面の導入前と

体験後に意味づけを再構成する支援を繰り

返しながら、自己理解、他者理解、社会規

範の理解を促進することをめざした。日常

生活上の課題への支援も、「働く」という同

じ文脈の下で意味づけを行い、支援プログ

ラムの中に位置づけた。こうして、支援の

文脈を明確化し、その中で体験とその意味

づけの支援を行うことにより、論理的思考

力や言語的推論力の不足を補うものとした。 

考案した就労移行支援モデルは、図 2 の

とおりである。 

 施設内訓練においては、職業訓練（パソ

コン操作の習得・習熟訓練、郵便物の仕分

け・配付、封入・宛名ラベル作成等の郵便

物発送準備、消耗品類の在庫確認、倉庫整

理、清掃、ファイリング、求人情報の入力、

雑誌等のデータベース作成、会議室の設営

など）、作業療法（手工芸、作業時の身体の

使い方、全身運動など）、就労支援（就労マ

ッチング支援、履歴書作成支援、就職面接

の支援、地域支援機関への登録支援など）

からなる支援プログラム（図 3 参照）を個

別支援計画にもとづき週単位で作成した。

職業訓練では、自立支援局における実際の

業務から切り出して、体験的な訓練となる

ように配慮を行ったほか、その他の訓練に

おいても体験の付与を意図した内容となる

ように配慮した。また、低体力で身体バラ

ンスの不良な者が多いことから、体力向上

や身体バランスの向上をねらいとした訓練

を作業療法士および体育訓練（球技、水泳

など）を担当する運動療法士が実施した。 

 行事参加においては、それぞれの利用者

が学校生活において行事参加の経験があっ

た場合でも、主体的に参加した経験がある

者はなく、むしろ行事で疎外感を強くもっ

た者が多かったことから、主体的に参加す

る体験を付与し、そこから自己と他者の役

割を認識する、協働作業を体験することな

どをねらいとした支援を行った。特に、文

化祭では、手作り菓子をメニューに加えた

喫茶店を出店することにより、来客者に対

するもてなしや人から喜ばれるという体験

の機会を付与することをねらいとした。 

 職場実習においては、施設内訓練や行事
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参加における体験をとおして促進された自

己理解や他者理解、社会規範の理解を、実

際の職場において確認し、さらに促進する

ための機会として捉え支援を行った。支援

にあたっては、地域の支援機関である障害

者就業・生活支援センターと連携しながら、

職場実習先の選定や実習場面での支援を行

った。 

 また、これらの 3 つの場面を統合した意

味づけの支援を行う面接場面を随時設定し

たほか、日常生活上の体験の幅を広げ、就

労に直結した生活上の課題解決を図る支援

として、日常生活訓練（身だしなみ、買物、

調理、洗濯、被服管理など）を実施した。

そのほか、支援の状況について情報を共有

し、支援に対する理解を促進することをね

らいとして家族支援を実施した。 

 利用開始時から、先に示した就労移行支

援モデルにもとづいた支援を行った利用者

2 名の支援時間の内訳は図 3 のとおりであ

った。 

    

２）職場定着支援 

 職場に専門の支援員が配置されているこ

とを理由に支援不要とされた 1 名を除き、

就職者については地域の障害者就業・生活

支援センターとの連携の下に、職場定着支

援を実施した。個々の就職先の状況に応じ

て、関係機関と調整しながら職場訪問の頻

度を決めて、主として第 1 号ジョブコーチ

養成研修を修了した就労支援員が職場を訪

問し、職場の担当者と情報交換を進めなが

ら就労上の課題をアセスメントし、課題解

決に向けた支援を行った。特に、発達障害

者の雇用が初めての企業に対しては、関連

資料による情報提供を行ったほか、実際の

事例をとおして特性理解や対応方法の理解

のための支援を行った。職場定着支援は、

概ね 6 ヶ月を目途とし、個々の状況によっ

ては最長 1 年に及んだ。この間に、徐々に

支援の主体を障害者就業・生活支援センタ

ーに移行していった。 

 職場定着の期間は、就職して 5 月の間も

ない事例を除き、いずれも 22 月以上であっ

た。 

 

４．帰結状況 

 本研究対象者 6 名中 5 名が自立支援局に

おける支援（職場定着支援を除く）を終了

しており、1 名が利用継続中である。 

 5 名の帰結状況については、平成 25 年 1

月末現在で全員が就職し、職場に定着して

いた。 

 就職者 5 名の職種は、作業系 4 名、事務

補助 1 名であった。 

 

D 考察および結論 

 平成 23 年度は、平成 22 年度に着手した

支援プログラムの整備を受けて、さらに見

直しと修正を進め、「働く」という支援の文

脈の下に、「施設内訓練」、「行事参加」、「職

場実習」を有機的に統合した体験型の支援

モデルを開発した。平成 24 年度は、開発し

た支援モデルの有用性について事例検討に

よる検証を試みた。 

この支援モデルにもとづいて個別支援計

画を作成し、支援を進めた結果、事例数と

しては少ないものの、支援対象となった者

がいずれも就職という支援目標が達成され

た。また、就労移行支援モデルの考案とそ

の導入により、支援の文脈が統一された結

果、合理的なサービス提供が図られ支援期
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間も短縮したものと考えられた。全員が職

場定着している点については、就労上も支

障となることが予想された生活上の課題に

対して、施設内訓練として事前に支援に取

り組んだ結果、安定した生活リズムや生活

習慣が獲得されたことも要因となっている

ことが推測された。 

事例検討からは、軽度知的障害を伴う発

達障害成人に対する支援手法として、障害

福祉サービスとしての就労移行支援事業の

枠組みに則し、「施設内訓練」、「行事参加」、

「職場実習」を有機的に統合した体験型の

支援体系の下で、各体験プログラム導入前

後に意味づけを再構成するための支援を繰

り返し行いながら、自己理解、他者理解、

社会規範の理解の促進を図る支援プログラ

ムの有用性が示唆された。これは、支援の

文脈の明確化と、論理的思考力や言語的推

論力の不足を補うものとして体験とその意

味づけを再構成するための支援を繰り返す

手法が有効であったと考えられた。 

今後、さらに事例を集積しながら、開発

した軽度知的障害を伴う発達障害成人に対

する就労移行支援手法の有用性を検証して

いくことが課題である。 
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図１ 利用者別支援時間数 

 

 

図 2 就労移行支援モデル 

支援継続中 
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図 3 就労移行支援モデルにもとづいて支援を行った利用者の支援時間の内訳 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

発達障害者支援のための ICF-Based アセスメント開発の試み 

分担研究者 四ノ宮美恵子 国立障害者リハビリテーションセンター 自立支援局 

研究協力者 鈴木さとみ 国立障害者リハビリテーションセンター 病院 

 
 
研究要旨 
 
本研究の目的は、発達障害者の支援ニーズを客観的に評価し、当事者中心の地域連携の

促進を図るためのアセスメントツールを作成することである。 
初年度は文献検討を行い、最近の International Classification of Functioning, Disability 

and Health（国際生活機能分類、以下、ICF）の活用の動向及びコアセットの作成手順に

ついて調査をした。次に、ICF をベースにした質問紙の作成手続きに準拠し文献レビュー

を行った。 

次年度は、ICF コアセット開発の手続きに準拠し、ICF の活動と参加及び環境因子項目

の抽出を行い、試行版アセスメントシートを作成した。発達障害者 3 名とその支援者、及

び統制群として高等学校普通教育課程を終了した 18歳以上の者で発達障害の診断のない統

制群 15 名を対象に、試行版アセスメントシートを用いて予備調査を実施した。方法は、研

究対象者全てに半構造化面接を実施し、統制群には SRS-A（対人応答性尺度）への回答を

依頼した。支援者には質問紙調査で依頼した。調査結果については統計学的に処理を行っ

た。 

最終年度は、予備調査の結果を踏まえ、研究者間で表現法等を再度検討し調査紙に修正

を加えた。また、質問項目の回答の分布の偏りから質問項目の一部を削除した。改訂版ア

セスメントシートを就労支援サービスを受給する発達障害者 21 名とその支援者、及び統制

群として高等学校普通教育課程を終了した 18 歳以上の者で発達障害の診断のない統制群

21 名を対象に調査を実施した。調査結果は統計学的に処理を行った。 

 

 

A 研究目的 

本研究の目的は、発達障害者の支援ニーズ

を客観的に評価し、当事者中心の地域連携

の促進を図るためのアセスメントシートを

作成することである。発達障害が障害者自

立支援法の対象として明確に位置づけられ、

同法におけるサービス利用者の増加が予想

される。しかしながら実際のところ、個別

支援計画策定や地域連携体制の構築にあた

り共通のアセスメントツールがなく支援ニ

ーズや課題が共有化されにくいという状況

が生まれている。障害者自立支援法では、

指定障害福祉サービス事業者に個別支援計

画の作成及び、これを基にしたサービスの
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提供、モニタリング・評価の実施により利

用者に対して適切で効果のあるサービスを

提供することが義務付けられているが、関

連業務に従事する支援者間において共有で

きる客観的評価ツールは少ない。 

このような現状を踏まえ、本研究では支援

者が介入の初期段階において利用者のうま

く表現できない困り感・ニーズを把握し、

個別支援計画の作成・実行・評価及び環境

等状況の変化に合わせたモニタリングに客

観的指標を提供するアセスメントシートで

ある ICF を基にした調査票(以下，ICF 調査

票)を作成することを目的とした。 

 

B  研究方法 

１．対象  

就労支援サービスを受給する発達障害者

21 名（以下、ASD 群）（男性 19 名、女性 2

名）とその支援者、及び統制群として高等

学校普通教育課程を終了した 18 歳以上の

者で発達障害の診断のない者 20 名（以下、

統制群） 

 

２．方法 

初年度及び次年度において、ICF の活動と

参加及び環境因子項目に関して、ICF コア

セット開発の手続きに準じ、試行版 ICF 調

査票を作成、予備調査を行った。 

最終年度である本年度は、予備調査の結果

をもとに研究者間で表現法等を再度検討し

調査紙に修正を加えた。また、質問項目の

回答の分布の偏りから質問項目の一部を削

除した。改訂版 ICF 調査票を用いて、発達

障害者２１名とその支援者、及び統制群と

して高等学校普通教育課程を終了した 18

歳以上の者で発達障害の診断のない統制群

20 名を対象に調査を実施した。方法は、研

究対象者全てに半構造化面接を実施し、支

援者には質問紙調査で依頼した。調査結果

については統計学的に処理を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は、国立障害者リハビリテーション

センターにおける倫理審査委員会の承認を

受けて実施された。調査対象者全てに調査

目的や方法を紙面と口頭で説明し、調査協

力の同意を得た。 

 

C  研究結果 

ASD 群及び統制群はそれぞれ、21 名（男

性 19 名、女性 2 名）、20 名（男性 15、女

性 5）、平均年齢はそれぞれ、24.8±4.2 歳、

21.7±3.0 歳であった。 

独立サンプルによる Mann-Whitney の U

の検定の結果、ASD 者と統制群とで ICF 総

得点に有意差がみられた（p＜0.01）。（図 1） 

 

（図 1）ICF 総得点の群間差 

 

下位項目の第一分類の活動と参加では、「学

習と知識の応用」（p＜0.01）、「一般的な課 
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 題と要求」（p＜0.01）、「コミュニケーショ

ン」（p＜0.01）、「家庭生活」（p＜0.01）、「対

人関係」（p＜0.01）、「主要な生活領域」（p

＜0.01）、環境因子では「支援と関係」（p

＜0.01）、「サービス、制度、政策」（p＜0.01）

について有意差がみられた。（表 1-1、表 1-2） 

支援者評価の回収率は 100％であったが、

15 の調査票において欠損値がみられたた

め総得点及び第 1 分類において有意差検定

を行うことができなかった。なお、支援者

評価のうち第 2 分類及び詳細分類の項目で

は、62項目中 27項目は有効回答であった。 

有効回答項目全てについて、有意差検定を

実施したところ、「話し言葉の理解」、「非言

語的メッセージの理解」、「書き言葉による

メッセージの理解」、「非言語的メッセージ

の表出」、「会話の持続」、「多人数での会話」

といった「コミュニケーション」領域と「複

雑な対人関係」において ASD 群の自己評価

は支援者よりも有意に低かった。（表 2-1、

表 2-2）支援者評価のうち、支援者が回答し

やすかった項目は、「コミュニケーション」

と「移動・運動」であったが、「コミュニケ

ーションの理解」の分類において、支援者

は ASD 者が認識するよりも ASD 者のコミ

ュニケーションの理解度を高く見積もって

いた。 

 

D  考察 

ICF 調査票を用いた調査の結果は、ASD

群は統制群よりも社会生活上の活動や参加

に制限があると感じていることを示す結果

であった。ASD 者は自己を客観的に評価す

ることの困難さが示されているが、ASD 群

の自己評価の結果は統制群と比較して有意

に低く、特に自閉症の特性を反映する項目

に多かった。本研究で作成した ICF 調査票

は ASD 者の支援ニーズを把握するのに適

していると考えられた。 

支援者評価において欠損値が多かったこ

とは、就労支援機関によって提供するサー

ビスメニューが異なるため，支援者が利用

者の状態・状況について把握する内容が異

なることが一因するのではないかと考えら

れる。一方で、ASD 者が安定した職業生活

を送るには日常生活が安定して営めている

ことがキーポイントの 1 つとなるため、支

援者が介入初期から社会生活上の課題を構

造化した方法で把握することは特性や個人

の支援ニーズにより即したサービスを提供

するのに必要であると考えられた。 

また、支援者評価において、支援者は ASD

者が認識するよりも ASD 者のコミュニケ

ーションの理解度を高く見積もる傾向があ

ることを示唆していた。ASD 者にはそれま

での社会生活の中の言語でのやり取りにお

いて、会話相手に対して、実際には理解し

ていなくても「理解している」と判断させ

るような会話能力と会話への応答様式があ

る程度確立している場合が多く、支援者も

ASD 者が主観的に捉えるよりの有意に彼

らの理解能力が高いと認識していると考え

られる。 

本研究では、ICF のコアセットに依拠し

た ASD 成人版の ICF 調査票を開発しその

有用性を確認した。 

ICF の活用については、特定の疾患や障

害のある人の状態を評価するために作成さ

れた ICF コアセットは、脳卒中、うつ病、

肥満、外傷性脳損傷、睡眠障害、ヨーロッ

パの社会保障システムにおける障害者評価、

職業リハビリテーションなどの領域におけ
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る開発等にみられるが、ASD 者を対象とし

たものはなく、本研究で作成した ICF 調査

票が初の試みとなる。国際的な共通言語を

使用する疾患別ごとの ICF 調査票は、障害

別国際比較を可能とするものである。  

WHO-FIC （ WHO Family of 

International Classifications）では、ICD 

のコードと定義を ICF に整合させ、ICD 

と ICF を公衆衛生のための WHO の参考

分類として併用することが検討されており、

本研究は、発達障害領域の疾病分類に対す

る生活機能分類を提示するための 1 つの試

みとなる。 

国内では、ASD 者への障害福祉サービス

において、ASD 者の個人的・社会的事象を

客観的に評価し共通言語を提供するツール

がないため、サービス利用者と支援者間で、

及び支援者間の連携やケアマネジメントに

おいて齟齬が生じやすい状況が生まれてい

る。ICF は、利用者及び支援者に共通言語

を提供するものである。 

また、障害者自立支援法では指定障害福

祉サービス事業者に個別支援計画の作成及

び、これを基にしたサービスの提供、モニ

タリング・評価の実施により利用者に対し

て適切で効果のあるサービスを提供するこ

とが義務付けられている。しかしながら、

障害福祉サービスの効果を量的に把握する

統一的な方法がほとんどないため、本研究

で開発した ICF 調査票は個別ケースの介入

効果を量的に把握するツールとして役立つ

ことが期待されると考えられる。 

 

Ｅ 結論 

本研究では、ASD 者の支援ニーズを客観

的に評価し、当事者中心の地域連携の促進

を図るためのアセスメントツールを作成す

るため、就労支援サービスを利用する ASD

者とその支援者、及び ASD の診断のない同

年齢の若者を対象にした調査を実施した。 

ASD 者は自己を客観的に評価すること

の困難さが示されているが、ASD 群の自己

評価の結果は、統制群よりも有意に低く、

作成したアセスメントツールは、ASD 者の

日常生活上の支援ニーズを系統的に把握す

るのに適していると考えられた。 

ASD 者への自己評価に対する支援者の

他者評価は、支援者によって ASD 者の日常

生活機能の把握にバラつきがあることが分

かった。支援者は、発達障害者が見積もる

よりもコミュニケーションの理解に関して

困難さを過小評価していた。ASD 者の日常

生活上の支援ニーズを把握するためには、

ある程度構造化した方法で系統的に行う必

要があり、また、介入の効果測定をするた

めには、初期評価時に自己評価と支援者評

価の差の傾向を把握しておくことは、重要

であると考えられた。 

 

F 研究発表 

1.  論文発表  

鈴木さとみ, 深津玲子, 自閉症スペクトラ

ム障害者の社会生活機能に関する研究

ICF-Based アセスメントを用いた調査に

よる一考察. 第 53回日本児童青年精神医

学会総会 抄録集, 2012: p. 337. 

鈴木さとみ, 深津玲子, 四ノ宮美恵子, 自

閉症スペクトラム障害者の社会生活機能

に関する調査. 日本発達障害学会第 47回

研究大会発表論文集, 2012: p. 130. 

 

2.  学会発表  
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鈴木さとみ, 深津玲子, 四ノ宮美恵子, 自

閉症スペクトラム障害者の社会生活機能

に関する調査 日本発達障害学会第 47 回

研究大会, 横浜, 2012-08-12 

鈴木さとみ, 深津玲子, 自閉症スペクトラ

ム障害者の社会生活機能に関する研究

ICF-Based アセスメントを用いた調査に

よる一考察 第 53 回日本児童青年精神医

学会総会, 東京, 2012-11-01 

鈴木さとみ，中小企業における手帳のない

発達障害を持つ人の就労～持続可能なマ

ッチングのために～，日本 LD 学会第 21

回大会，自主シンポジウム，指定討論者，

仙台，2012-10-8 

 

G 知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む） 

１． 特許取得 なし 

２． 実用新案登録 なし 

３． その他 なし 
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ICF
 
 
 
 
 

答えください。
はない」

 

 

 
 
 
 

回答番号
答番号
「経験」欄については、経験のない場合に
「支援」欄については、家族や支援者、支援機器等の支援を受けている場合に
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ICF（国際生活機能分類）をもとにした活動・参加に関する調査

【回答について】
答えください。
はない」 として、最も近いと思う目盛りを選んで○で囲んでください。

 
 
（回答例）
全く                                                       
そのとおりである

回答番号   34,36,46,47,63,69,71
答番号   70,73
「経験」欄については、経験のない場合に
「支援」欄については、家族や支援者、支援機器等の支援を受けている場合に
 
 
 
 
 
 
 

ご本人氏名

者氏名  

記入日：平成
 

（国際生活機能分類）をもとにした活動・参加に関する調査

【回答について】 各質問について、あなたの言動や現在の生活状況にどの程度あてはまるかをお
答えください。 目盛りのある回答欄は、

として、最も近いと思う目盛りを選んで○で囲んでください。

（回答例） 
                                                       

そのとおりである                                              

34,36,46,47,63,69,71
70,73について当てはまる場合は、記述でご回答ください。

「経験」欄については、経験のない場合に
「支援」欄については、家族や支援者、支援機器等の支援を受けている場合に

ご本人氏名                                 

 

入日：平成      
 

（国際生活機能分類）をもとにした活動・参加に関する調査

各質問について、あなたの言動や現在の生活状況にどの程度あてはまるかをお
目盛りのある回答欄は、

として、最も近いと思う目盛りを選んで○で囲んでください。

                                                       
                                              

34,36,46,47,63,69,71については、最も近い番号を選んで○で囲んでください。
について当てはまる場合は、記述でご回答ください。

「経験」欄については、経験のない場合に
「支援」欄については、家族や支援者、支援機器等の支援を受けている場合に

                                 

      年      月
  

（国際生活機能分類）をもとにした活動・参加に関する調査

各質問について、あなたの言動や現在の生活状況にどの程度あてはまるかをお
目盛りのある回答欄は、100％を「全くそのとおりである」、

として、最も近いと思う目盛りを選んで○で囲んでください。

                                                       
                                              

については、最も近い番号を選んで○で囲んでください。
について当てはまる場合は、記述でご回答ください。

「経験」欄については、経験のない場合に☑を入れてください。
「支援」欄については、家族や支援者、支援機器等の支援を受けている場合に

                                 

月      日
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（国際生活機能分類）をもとにした活動・参加に関する調査

各質問について、あなたの言動や現在の生活状況にどの程度あてはまるかをお
％を「全くそのとおりである」、

として、最も近いと思う目盛りを選んで○で囲んでください。

                                                       
                                              

については、最も近い番号を選んで○で囲んでください。
について当てはまる場合は、記述でご回答ください。

を入れてください。
「支援」欄については、家族や支援者、支援機器等の支援を受けている場合に

                                  

日 

（国際生活機能分類）をもとにした活動・参加に関する調査

各質問について、あなたの言動や現在の生活状況にどの程度あてはまるかをお
％を「全くそのとおりである」、

として、最も近いと思う目盛りを選んで○で囲んでください。

                                                       
                                              

については、最も近い番号を選んで○で囲んでください。
について当てはまる場合は、記述でご回答ください。 

を入れてください。 
「支援」欄については、家族や支援者、支援機器等の支援を受けている場合に

 年齢：     

（国際生活機能分類）をもとにした活動・参加に関する調査

各質問について、あなたの言動や現在の生活状況にどの程度あてはまるかをお
％を「全くそのとおりである」、0％を「全くそうで

として、最も近いと思う目盛りを選んで○で囲んでください。 

                                                        全く
                                               そうでない

については、最も近い番号を選んで○で囲んでください。

「支援」欄については、家族や支援者、支援機器等の支援を受けている場合に☑を入れてください。

      歳    

（国際生活機能分類）をもとにした活動・参加に関する調査

各質問について、あなたの言動や現在の生活状況にどの程度あてはまるかをお
％を「全くそうで

全く 
そうでない 

 

については、最も近い番号を選んで○で囲んでください。 回

を入れてください。

 性別： 男

（国際生活機能分類）をもとにした活動・参加に関する調査 

各質問について、あなたの言動や現在の生活状況にどの程度あてはまるかをお
％を「全くそうで

を入れてください。 

 

男 ・ 女 回答回答
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厚生労働科学研究費補助金（障害保健福祉総合研究事業） 
分 担 研 究 報 告 書 

 
知的障害者の生活の補完的手段の研究 

 
研究分担者 石渡利奈 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

                   福祉機器開発部研究員 
 

研究要旨 軽度～境界域知的障害を有する発達障害者の就労移行支援に役立てるた

め、利用可能な支援ツールを明らかにすることを目的とし、今年度は、国際生活機

能分類（International Classification of Functioning、以下 ICF）に基づく支援

ツールマップの開発を行った。まず、昨年度の調査により抽出された、軽度～境界

域知的障害を有する発達障害者の就労時の職業生活、および日常生活に役立つ可能

性のある支援ツール 68 個について、作業療法士の協力を得て、マップ化するツール

を絞り込み、最終的に 64 個をマップ化の対象とした。つづいて、各ツールが補う心

身機能、支援する活動参加の項目を ICF の第 2レベルでコード化した。この結果、

「精神機能」を中心とする 4つの第 1レベルに属するコード、および「学習と知識

の応用について」を中心とする 8つの第 1レベルに属するコードがリストアップさ

れた。また、縦軸を心身機能、横軸を活動参加とする表を作成し、各コードに関係

するツールを表上に配置した支援ツールマップを開発した。この結果、心身機能で

は、b140 注意機能、b144 記憶機能、b156 知覚機能、b164 高次認知機能、b167 言語

に関する精神機能、b760 随意運動制御を補う支援ツールが多くあることが明らかに

なった。また、活動参加では、d110 注意して視ること、d115 注意して聞くこと、d155

技能の習得、d160 注意を集中すること、d166 読むこと、d170 書くこと、d210 単一

課題の遂行、d220 複数課題の遂行、d230 日課の遂行、d440 細かな手の使用を支援

する支援ツールが多くあることが明らかになった。本研究で開発したマップにより、

「補いたい心身機能」や「支援したい活動」に関係するツールを支援者が見つけ、

支援に役立てられることが期待される。 

 

研究協力者氏名・所属機関名及び所属機関における職名 

 山口佳小里（国立障害者リハビリテーションセンター研究所発達障害情報・支援センタ

ー・作業療法士） 

 伊藤直美（国立障害者リハビリテーションセンター研究所・技術補助員） 
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Ａ．研究目的  

機器による知的障害者の支援において、

従来、重度の知的障害がある群については、

生活上の困難が顕著であるために、機器の

開発と機器を用いた支援が行われてきた。

一方、軽度～境界域知的障害を有する発達

障害者のように、近年になって、困難の実

態が明らかになってきた群については、ど

のような機器が役立ち得るかが充分にわか

っていない。 

これらの群は、「社会規範の概念形成の

難しさによる社会性や他者とのコミュニケ

ーション能力の乏しさ」や「聴覚情報の理

解の弱さや注意・記憶・判断の弱さから生

じる作業の遂行困難」など困難を抱えてい

るが、適切な機器および人的支援を適用す

ることにより、円滑な就労移行が可能にな

ることが期待される。 

以上より、本研究では、軽度～境界域知

的障害を有する発達障害者の就労移行支援

に役立てるため、利用可能な支援ツールを

明らかにすることを目的とし、最終年度は、

就労に向け、就労時の職業生活、および日

常生活に役立つことが期待される支援ツー

ルについて、ICF の心身機能、活動参加と

の関係を示した支援ツールマップの開発を

行った。 

 本支援ツールマップの利用者は、軽度～

境界域知的障害を有する発達障害者の支援

を行う支援者を想定した。 

 

Ｂ．研究方法 

B-1．マップ化に向けた機器の抽出 

 昨年度の調査により抽出された、軽度～

境界域知的障害を有する発達障害者の就労

時の職業生活、および日常生活に役立つ可

能性のある支援ツール 68 個について、発達

障害者の支援を行っている作業療法士がリ

ストの確認を行い、マップ化の対象から 4

個の機器を除外した。また、書字（描画）

に困難のある発達障害者を対象に、筆記補

助具を用いた支援を行い、その結果を基に、

リストに掲載していた筆記補助具（グリッ

プ型）のツール例の差し替えを行った。 

B-2．心身機能、活動参加項目の分析とコー

ド化 

 続いて、マップ化対象とした 64 個のツー

ルについて、それぞれのツールで支援する

活動参加の項目、およびツールのユーザー

が困難を持っていると考えられる心身機能

の項目の候補をリストアップした。このリ

ストアップは、機器と ICF の関係の分析経

験を持つエンジニアと、軽度～境界域知的

障害を有する発達障害者の親が協同して行

った。また、候補は、役立つ可能性がある

ツールを支援者がより多く見つけられるよ

うにするため、関係があると考えられる項

目をできるだけ広くリストアップした。 

 リストアップした項目は、基本的に ICF

の第 2 レベルのコード（心身機能を表す b

／活動参加の構成要素に含まれる領域を表

す d のアルファベットと、3 桁の数字で構

成 例：b210 視覚機能）で記載し、一部

について、さらに下位項目の第 3～4レベル

のコード（心身機能を表す b／活動参加の

構成要素に含まれる領域を表す d のアルフ

ァベットと、4～5桁の数字で構成 例：b2102 

視覚の質、b21022 コントラスト感度）も記

載した。 

 リストアップされたコードの候補を元に、

前述の作業療法士とエンジニア、当事者の

親でディスカッションを行った後、作業療
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法士が候補の妥当性を評価、個々の支援ツ

ールに関する心身機能、活動参加項目の特

定を行った。 

B-3．ICF に基づく支援ツールマップの作成 

 縦軸を心身機能、横軸を活動参加とする

表をマイクロソフトオフィスのエクセルを

用いて作成し、B-2 で特定された第 2 レベ

ルのコードを軸上に記載した。なお、活動

参加については、特定されたコードに加え、

当センター自立支援局および発達障害情

報・支援センターで開発中の ICF-Based ア

セスメントに用いられるコードも記載した。 

 続いて、個々のツールと関係する心身機

能、活動参加がクロスする欄に、ツール名

を記載した。 

 

Ｃ．結果および考察 

C-1．マップ化に向けた機器の抽出 

 作業療法士の指摘により、除外、および

差し替えを行ったツールとその理由を以下

に示す。 

【除外したツール】 

 レジ業務支援システム 

複雑な商品の注文、計算等を絵表示や

タッチ画面で簡単にできるシステム 

→重度者が対象と考えられるため。ま

た、近年、レジシステムが発達し、計

算等が不要になってきているため。 

 手順支援キット 

手順のステップを一枚ずつのカードに

示し、ステップ毎に確認ができるよう

になっているツール 

→実際には、手順が一つの図に示され

ている方が見通しを持って取り組みや

すいと考えられるため。 

 ユニバーサル定規（分度器ルーラー付

き） 

縦横斜めの平行線が引ける分度器付き

ルーラー 

→多機能であることが使用法の混乱を

招く可能性があるため。また、ルーラ

ー付きであるため、固定の際に普通の

定規以上の協調性（随意運動制御機能）

を要すると考えられるため。 

 携帯電話 

→アプリをリストアップしているので

不要。 

【差し替えたツール】 

 筆記補助具（グリップ型） 

  差し替え前：持ち部断面円形 

  差し替え後：持ち部断面三角 

  →握る場所をわかりやすくしたり、鉛 

筆がまわらないようにするため。 

C-2．心身機能、活動参加項目の分析とコー

ド化 

 各ツールに関係する心身機能、活動参加

項目のコードを記した表を表 1 に示す。各

ツールについて、最終的に、心身機能、活

動参加それぞれ1～4の関係するコードが特

定された。 

 補う心身機能については、4 つの第 1 レ

ベル（1.精神機能、2.感覚機能と痛み、3.

音声と発話の機能、7.神経筋骨格と運動に

関連する機能）に属するコードが抽出され

た。このうち、以下の通り、精神機能の下

位項目が最も多く、12 の第 2レベルのコー

ドがリストアップされた。 

＜心身機能の下位項目（第 2レベル）数＞ 

 1.精神機能    12 

 2.感覚機能と痛み    3 

 3.音声と発話の機能    3 
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 7.神経筋骨格と運動に関連する機能    3 

 支援する活動参加については、8つの第 1

レベル（1．学習と知識の応用、2.一般的な

課題と要求、3.コミュニケーション、4.運

動・移動、5.セルフケア、6.家庭生活、8.

主要な生活領域、9.コミュニティライフ・

社会生活・市民生活）に属するコードが抽

出された。このうち、以下の通り、学習と

知識の応用についての下位項目が最も多く、

10 の第 2レベルのコードがリストアップさ

れた。 

＜活動参加の下位項目（第 2レベル）数＞ 

 1.学習と知識の応用について  10 

 2.一般的な課題と要求   4 

 3.コミュニケーション   4 

 4.運動・移動     2 

 5.セルフケア     1 

 6.家庭生活     2 

 8.主要な生活領域    1 

 9.コミュニティライフ・社会生活・ 

市民生活                        1 

 以上より、広範囲の精神機能の補完を中

心に、関連する感覚機能と痛み、音声と発

話の機能、神経筋骨格と運動などの心身機

能を補う支援ツールが利用可能なことが明

らかになった。 

 また、支援し得る活動参加は、学習と知

識の応用が主であり、他、一般的な課題と

要求、コミュニケーション、運動・移動、

セルフケア、家庭生活、主要な生活領域、

コミュニティライフ・社会生活・市民生活

に関わる支援ツールも利用可能であること

が明らかになった。 

C-3．ICF に基づく支援ツールマップの作成 

 図 1 に、作成した支援ツールマップを示

す。心身機能の下位項目では、b140 注意機

能、b144 記憶機能、b156 知覚機能、b164

高次認知機能、b167言語に関する精神機能、

b760 随意運動制御を補う支援ツールが多く

あることが明らかになった。 

 また、活動参加の下位項目では、d110 注

意して視ること、d115 注意して聞くこと、

d155技能の習得、d160注意を集中すること、

d166 読むこと、d170 書くこと、d210 単一

課題の遂行、d220 複数課題の遂行、d230 日

課の遂行、d440 細かな手の使用を支援する

支援ツールが多くあることが明らかになっ

た。 

 

Ｄ．結論 

 軽度～境界域知的障害を有する発達障害

者の就労移行支援に役立てるため、利用可

能な支援ツールを明らかにすることを目的

とし、ICF に基づく支援ツールマップの開

発を行った。その結果、以下の結論が得ら

れた。 

・ マップ化の対象として、64 個のツール

が抽出された。 

・ 各ツールに関係する心身機能として、「精

神機能」を中心とする 4つの第 1レベル

に属するコードがリストアップされた。 

・ 各ツールに関係する活動参加として、「学

習と知識の応用について」を中心とする

8つの第1レベルに属するコードがリス

トアップされた。 

・ 縦軸を心身機能、横軸を活動参加として、

各コードに関係するツールを配置した支

援ツールマップを開発した。 

・ 心身機能では、b140 注意機能、b144 記

憶機能、b156 知覚機能、b164 高次認知

機能、b167 言語に関する精神機能、b760
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随意運動制御を補う支援ツールが多く

あることが明らかになった。 

・ 活動参加では、d110注意して視ること、

d115 注意して聞くこと、d155 技能の習

得、d160 注意を集中すること、d166 読

むこと、d170 書くこと、d210 単一課題

の遂行、d220 複数課題の遂行、d230 日

課の遂行、d440 細かな手の使用を支援

する支援ツールが多くあることが明らか

になった。 

 以上より、本研究で開発したマップによ

り、「補いたい心身機能」や「支援したい

活動」に関係するツールを支援者が見つけ、

支援に役立てられることが期待される。 

 なお、本研究では、できるだけ広範囲の

ツールを対象とするため、調査、および作

成者の経験、専門的知識等に基づいてマッ

プを作成した。今後、マップを活用した適

用実践を通じ、マップの妥当性、信頼性を

より高めていくことが望まれる。
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

重度知的障害者のきょうだいへの「障害者の将来」に関する 

情報提供パンフレットの作成と評価 

 

研究分担者 北村弥生 国立障害者リハビリテーションセンター 

 

研究要旨 

高校生以上のきょうだいを対象と想定し、重度知的障害者の将来に関するパンフレッ

トを作成し、重度知的障害の施設入所者の保護者ときょうだいに配布し評価を求めた。

平成23年度に重度知的障害児入所施設利用者の保護者ときょうだいを対象に調査を行っ

た結果、「入所生の将来を心配している」と回答したきょうだいが多かったが、社会資源

に関する情報には青年期から不足感を回答したためである。調査の結果、パンフレット

の内容は妥当と評価されたが、保護者ときょうだいの不安を解決するには及ばず、特に、

きょうだいがいない保護者からの強い不安が回答された。これらの結果は、保護者およ

びきょうだいに対する入所者の将来に関する課題を整理して対処の方向性を示すだけで

なく、課題解決に向けた支援を検討する必要があることを示唆する。 

 

A. 研究目的 

 障害児（者）・慢性疾患患児（者）のきょ

うだいには多様な課題があることが知られ

ている。きょうだいの多様な課題とは、親

の関心が障害児に集中するための寂しさ、

障害に関する情報不足による必要以上の不

安、学校や地域で出会う偏見、親亡き後の

障害者の後見の負担などである[1]。学童期

のきょうだいへの支援方法としては、グル

ープワークにより経験･感情･対処方法を共

有することの有効性がわが国でも実証され

ている[2]。また、学童期にきょうだいを対

象としたグループワークに参加したきょう

だいは、高校生まではその効果が持続して

いることも実証されている[3]。 

 一方、学童期以降のきょうだいの課題へ 

 

の対処は、個々の事例で必要に応じて実施

されているがプログラムとしては米国ボス

トンの成人きょうだいグループが作成した

10回からなるグループワーク以外には知ら

れていない[4]。筆者は、平成 23 年度に、

重度知的障害者施設入所者の保護者ときょ

うだいを対象に課題とニーズを調査し、４

つの結果を得た。第一に、対照群に比べ自

己概念は母親群で有意に低く、きょうだい

群と父親群では有意差はなかった。第二に、

「入所生の存在が職業選択及び結婚に影響

した」というきょうだいは少数であった。

第三に、「入所生の将来を心配している」と

回答したきょうだいが多かったが、社会資

源に関する情報には青年期から不足感を回

答した。第四に、きょうだいに対する直接
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支援を求める回答は、きょうだいからも保

護者からも少なかった[5]。 

そこで、きょうだいから心配が回答され

た「入所生の将来」について一般的な課題

を小さなパンフレットとして編集し、きょ

うだいおよび保護者に評価を得るとともに、

パンフレットを契機として、親子で入所生

の将来についての会話が行われたか否かを

調査した。 

 

B. 対象と方法 

国立障害者リハビリテーションセンター

自立支援局秩父学園の入所者 50 名中きょ

うだいに関する連絡が好まれないことが分

かっている２名を除いた 48 名の保護者に

対し、製作したパンフレットと調査用紙を

2 部ずつ送付した。きょうだいがいない入

所者の保護者にもパンフレットと調査用紙

は送付した。打診に先立ち、パンフレット

と調査用紙について秩父学園職員と入所者

の親の会の会長の了解を得た。 

パンフレットはA4用紙1枚に両面印刷し、

３つ折であった（図１）。パンフレットの内

容は、米国ボストンの成人きょうだい自助

組織が作成したグループワークのテーマ８

項目（「住居」「家族内コミュニケーション」

「後見人制度と財産管理」「仕事と余暇」「友

人･パートナー」「遺伝相談」「健康管理と保

険」）に、障害に関する総論として 2 項目

（「障害者施策の変化」「生涯発達」）、国内

の血友病患者ときょうだいに対する研究結

果から得られた 1 項目「遺産相続」を追加

した。 

 質問内容は、保護者に対しては、１)パン

フレットの 11 項目に対する５段階評価と

コメント、２）不足する内容があるか、３）

きょうだいに見せたくない項目や記載があ

るか、４）きょうだいに渡したか、５）き

ょうだいとパンフレットについて話をした

かであった。きょうだいに対しては、１)

パンフレットの11項目に対する4段階評価

とコメント、２）不足する内容があるか、

３）親とパンフレットについて話をしたか

であった。また、１）入所者の年齢、性別、

障害、２）入所者の将来に関して不安なこ

とも調査した。 

 

C. 結果 

１．対象者の属性 

 保護者 15 名（うち、1名はきょうだい）

から回答を得た（回収率 30%）。15 名中 5名

は、きょうだいがいない家庭で、10 名はき

ょうだいに渡したと回答された。全員が、

入所者は 30 歳代後半以上で、母親の年齢は

50 歳代後半以上であった。 

 

２．パンフレットの評価 

パンフレット 11項目の評価の平均は 3.6

点（5点満点）で、「障害者施策の変化」と

「後見人制度と財産管理」が最も高得点で

あった。「不足する内容」「きょうだいに見

せたくない項目や記載」の指摘はなかった。 

 

３．パンフレットをきっかけにした家族で

の会話 

「きょうだいとパンフレットについて話
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をした」の回答はなく、「すでに話している」

5名、「話す必要はない」5名であった。 

 

４．将来への不安 

 すべての保護者は入所生の将来の生活が

心配であると回答し、きょうだいがいる 9

名の親のうち 8 名はきょうだいの負担が心

配であると回答した。すでに親が死亡し、

きょうだいが後見している回答者では「次

の施設が心配」「きょうだいについての心配

はない」と回答した。 

 

D. 考察 

 回答者のすべてが入所生の将来への不安

を自由回答欄に記述し、ほとんどがきょう

だいへの負担を記述した。パンフレットは

課題の所在を整理し対処方法の方向性を示

すように設計したが、不安を解消すること

はできなかったと考えられる。また、親と

きょうだいの話し合いや、きょうだい同士

のグループワークに発展することも、直接

にはなかった。したがって、課題を整理し

た後の対処の支援方法を検討することは今

後の課題である。 

 

Ｅ．健康危険情報 

特になし 

 

Ｆ．研究発表 

 1.  論文発表 

北村弥生. 重度知的障害者のきょうだいへ

の「障害者の将来」に関する情報提供. 特

殊教育(投稿予定).  

 

2.  学会等発表 

北村弥生. 重度知的障害者のきょうだいへ

の「障害者の将来」に関する情報提供パン

フレットの作成と評価. 日本特殊教育学

会.2013. 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む。） 

 1. 特許取得 

 なし 

 2. 実用新案登録 

 なし 

 3.その他 

なし 
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